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開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（吉野伸康君）  改めまして、皆さん、おはようございます。 

 執行部の皆さん、また議員の皆さん、きょうも大変御苦労さまでございます。また傍

聴の方、早朝より傍聴をくださいまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまから、令和２年第５回江田島市議会定例会２日目を開きます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  一般質問 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１、一般質問を昨日に引き続き行います。 

 一般質問の順番は、通告書の順に行います。 

 ６番 平川博之議員。 

○６番（平川博之君）  皆様、おはようございます。６番議員、公明党の平川博之で

ございます。傍聴席の皆様も本当に御苦労さまでございます。 

 初めに、このたびの新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方々に心から哀

悼の意を表しますとともに、療養中の方々に心よりお見舞い申し上げます。また、昼夜

を分かたず、ウイルスと闘いながら地域医療を支えてくださっている医療従事者の皆様

に心から感謝申し上げます。 

 それでは、通告に従い質問いたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

 全国的に新規感染者数は減少傾向にあるものの、ウイルスとの闘いは長期戦を覚悟し

なければなりません。多くの方々の生活スタイルも大きく変わり、この暑さの中、マス

ク着用で、コロナだけでなく、熱中症にも注意をしなくてはいけません。そこで、今後、

さらに起こるであろう感染の備えに万全を期す必要があります。 

 そこで、次の２点について伺います。 

 １、新生児及び子育て支援策についてです。 

 子供は国の宝であります。そうしたことを踏まえ、本市としてのお考え、取り組みに

ついて伺います。 

 ２点目、新型コロナウイルス感染症対策について、教育現場の対応及び取り組みにつ

いて伺います。 

 以上、１項目２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  答弁を許します。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いい

たします。 

 平川議員から、新型コロナウイルス感染症対策について、２点の御質問をいただきま
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した。まず、私が１点目の新生児及び子育て支援策についてお答えをさせていただきま

す。その後、２点目の教育現場の今後の対応につきまして、教育長から答弁させていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、１点目の新生児及び子育て支援策についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染につきまして、６月に一度は小康状態になったもの

の、７月に入り全国的な感染拡大の傾向が見られ、広島県におきましても、７月９日か

ら３９日間、連続して陽性患者が確認をされております。そして、陽性確認が一度ゼロ

となりました８月１７日以降も、日々数件程度、新規の確認がございます。 

 本市におきましては、４月６日に１人の陽性患者の確認がございました。また、当時

では国の緊急事態宣言も踏まえまして、認定こども園や保育園の登園自粛をお願いした

時期でもございます。保護者の皆様や園児たちには大変御不便をおかけいたしました。

このような市民の皆様の御協力によりまして、幸いにも本市では新たな陽性患者の確認

はされていない状況でございます。 

 そうした中、市では、市民の皆様や事業者の皆様に対しまして、新生児及び子育て世

帯を含む多くの対応策や支援策を実施してまいりました。また、今定例会にも新たな支

援策等の補正予算を計上させていただいているところでございます。 

 その子育て世帯への支援策については、給付事業と支援事業がございます。このうち

給付事業といたしまして、６つの事業がございます。 

 １つ目は、新生児特別定額支給金でございます。これは、子育て世帯を含む全世帯へ

１０万円を給付いたしました国の特別定額給付金の基準日である４月２７日よりも後に

出生した新生児に対しまして１０万円を給付する市独自施策でございます。 

 ２つ目は、児童手当受給者の方に、高校１年生までの子供１人当たり１万円を給付す

る国の支援策としての子育て世帯への臨時特別給付金でございます。 

 ３つ目は、この国の支援策にさらに１万円を上乗せし、対象者も高校３年生まで拡大

をした市独自施策の子育て世代支援臨時給付金でございます。 

 ４つ目は、コロナ禍の影響を受けやすいひとり親世帯に対し、基本給付として１世帯

当たり５万円、第２子以降には３万円を給付、さらに家計が急変した世帯に５万円の追

加給付を行う国の施策としてのひとり親世帯臨時特別給付金でございます。 

 ５つ目は、そのひとり親世帯に対しまして３万円を給付する市独自施策のひとり親家

庭支援臨時給付金でございます。 

 ６つ目は、妊産婦の方へ１万円を給付する市独自施策の妊産婦支援臨時特別給付金で

ございます。 

 これらの子育て世帯への給付事業に係る総予算額は、国の制度も含めまして、約７，

５００万円でございます。 

 この支援事業には４つございまして、その１つ目は、オンライン子育てサービス事業

で、いわゆる電子母子手帳を導入する予定でございます。 

 これは、スマートフォンなどで電子母子手帳アプリを利用し、多言語での子育て情報

の発信や子育てイベントの動画配信を行うほか、オンラインによる子育て相談など、在

宅での子育てに関する情報の取得や相談などを支援するものでございます。 
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 ２つ目は、県事業を活用して、子育て世代包括支援センターのにこにこ広場と御家庭

をタブレット端末等で結び、子育て支援員が歌やダンス、手遊びなどを配信するオンラ

インおしゃべり広場でございます。 

 ３つ目は、県助産師会によります産前産後の不安を解消するためのオンライン相談で

ございます。 

 ４つ目といたしまして、市では、コロナ禍において、認定こども園や保育園での外国

人の幼児や保護者の方とより一層のコミュニケーションをとるため、会話翻訳機の導入

を予定いたしております。 

 そのほか、例年の事業として実施をしております赤ちゃんの発達と健康を守る乳幼児

健診等につきましては、緊急事態宣言時の５月健診分は休止をしたものの、感染予防対

策をとることで、７月に振り替えて実施をいたしました。これからも必要な健診等につ

きましては、細心の注意を払いながら、確実に実施をしてまいります。 

 このように、給付による家計支援をはじめ、情報発信や相談体制の充実、また、保育

施設での情報交換支援やＩＣＴの活用による新しい生活様式に即した取り組みなど、本

市の新生児や子育て家庭の方への支援事業については、特に意を尽くしているものでご

ざいます。 

 今後も、国や県の動向を注視し、また関係機関と十分に連携をしながら、新しい生活

様式の中で子育てしやすい環境づくりに向けて、できる限りの支援をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  小野藤教育長。 

○教育長（小野藤 訓君）  平川議員から、新型コロナウイルスの対策、教育現場の

今後の対応についての御質問をいただきました。お答えをさせていただきます。 

 最初に、これまでの取り組みを報告させていただきます。 

 御承知のとおり、本年２月に新型コロナウイルスに感染した事例が国内で相次いで報

告され、本市におきましても、感染症対策に万全を期すため、本年３月に１７日間、市

内小中学校を一斉臨時休校といたしました。 

 今年度に入ってからは、市内で初めての感染者が確認されたことなどを受け、４月１

５日から５月３１日までの３４日間、再び市内小中学校を一斉臨時休校いたしました。

その後、各学校は６月１日から学校を再開しておりますが、休校により授業時数の確保

が難しいため、夏休みを短縮し、その間に授業を実施せざるを得ませんでした。 

 児童生徒の感染リスク回避と学習機会を保障する観点から、国が示す衛生管理マニュ

アルや学校の新しい生活様式の徹底を図り、学校、児童生徒、保護者の三者が連携し、

児童生徒が安心して学習できるよう、しっかりとした感染症対策を講じて学校運営を行

っております。 

 また、夏場を迎え、気温や湿度が上昇し、熱中症などの健康被害の発生が高くなるこ

とや、夏休み期間中にも酷暑の中で授業を実施することなどから、エアコンが設置され

ていない理科室などの特別教室にエアコンを設置したり、また、３密を避けるため、特

別教室などの広いスペースを利用することが多くなることから、気化式冷風機及び扇風

機を設置するための補正予算を前回の臨時議会へ上程し、可決をいただき、現在設置も
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終わっております。ありがとうございました。 

 今後の対応につきましても、新型コロナウイルス感染症は収束していないことから、

引き続き、国が示す衛生管理マニュアルや学校の新しい生活様式を徹底し、教育委員会、

学校、保護者の三者が情報共有を図りながら、しっかりと取り組みを進めてまいります。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症については、今後、本格的な第２波が来ることも

予想されます。これからインフルエンザ等の風邪の症状が発生しやすい季節になること

を受け、必要に応じて適切な対応を行いながら、児童生徒の学習活動に遅れが生じない

よう、しっかりと取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 １点目の新生児及び子育て支援策についてで、最初に、市長答弁の中に外国人とのコ

ミュニケーションをとるための会話翻訳機の導入とありました。本市は、外国人家族の

方も多く、大変いいことなのですが、こういった取り組みは早いほうがいいと思うので

すが、導入時期はいつなのか、お答えください。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  会話翻訳機についてでございます。 

 これは、認定こども園や保育園におきまして、毎回、外国人保護者の方とコミュニケ

ーションを密とするために購入しようとするためのものでございます。大きさはスマー

トフォンぐらいの大きさなんですけれども、英語や中国語、フィリピン語、タイ語とか

インドネシア語など、５５の言語の音声とテキストの文字が利用可能というものでござ

います。 

 この翻訳機につきましては、このたびの議会へ補正予算として上程させていただいて

おります。導入時期につきましては、この補正予算を可決いただきましたら、早急に購

入手続をしたいと思っております。したがいまして、１０月には全ての保育施設で設置

ができるのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  わかりました。それでは、旧４町の外国人の人数とか、また

会話翻訳機、今スマートフォンの大きさじゃと言われたんですが、それは何カ所ぐらい

設置の予定なのか教えていただければと思います。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  町別の外国人の人数についてのお尋ねです。 

 ９月１日の数字ですけれども、まず江田島町が１９３人、能美町１６７人、沖美町２

６５人、大柿町１０４人、合計、江田島市の外国人人口７２９人という現状でございま

す。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  何カ所設置するのかということでございますけれど

も、これは全保育施設ですので、５カ所ということになります。現在、本市での外国人
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の子供の方は、全体で７人ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  コミュニケーションでほんと悩む方がたくさんいらっしゃる

と思いますんで、７２９名全てではございませんが、そういった取り組みを一つ一つ大

事にしていって、今後も取り組んでもらいたいと思います。 

 じゃあ、次に、福祉保健部と、あと教育委員会の方に御質問なんですけど、私が今回

一番恐れているのは、スマートフォンの普及によって、多くの人がＳＮＳを利用するよ

うになっております。昨今、便利な一方で、トラブルも多く発生しております。感染が

収束しない中、感染を起こした場合、ＳＮＳでの誹謗中傷が考えられます。子育てをす

る親御さん、また、児童生徒たちへの対応について伺います。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  新型コロナウイルス感染症に感染された方への誹謗

中傷というのは、ほんとに全国的な課題になっているのかなと思っております。実際に

は、言われるように、住む家や地域を追われて、仕事をなくしたりとか、家族が分断さ

れるような、そういったことも発生しているのも事実でございます。 

 その誹謗中傷、これはほんとに決して許されるものではございません。国や県、そし

て市におきましても、これは人権問題ということで捉えまして、誹謗中傷を厳に慎むよ

う、一貫して伝えてきております。 

 感染した方は被害者でございますので、今後、園児の感染が確認された場合におきま

しては、そういった誹謗中傷をしないようにと、保護者の方に対しましては文書やメー

ル等で通知するとともに、当該園児が認定こども園や保育園の中で仲間外れや、そして

誹謗中傷の対象とならないよう、また、ほかの園児にわかる表現で理解が深められるよ

う、保育士がしっかりとしたフォローをしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  教育委員会でございます。今、福祉保健部長言われたよ

うに、前段、この新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷など、これ、断じて許さ

れるものではないと思っております。 

 そこで、各学校では、今回のコロナウイルスの件に関しまして、誹謗中傷することや、

ＳＮＳ等での差別的な書き込みをしたりする行為、これはいじめであり、絶対に許され

るものではないということを、１年生、６年生、中学生といいますか、学年に応じた指

導をしております。 

 さらに、学級担任や養護教諭等を中心として、きめ細やかな健康観察や個人面談等を

通して、児童生徒の心身の変化や違和感などの有無に細心の注意を払いながら、そうい

ったことが起こらないように、早期発見、早期対応を学校の組織的に行っており、今現

在では、そういったことは学校では起こっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 
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○６番（平川博之君）  ちょっと申し訳ないです。確認いうか、これまで本市で受け

ている、ネット上で誹謗中傷等が多分中にはあったんじゃ思うんですが、そういった相

談件数とか、もしわかればお答えいただきたいと思うんですが。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  本市におきまして、陽性患者の確認というのは、４

月６日の１人ということでございます。ですので、その時期に当事者等を含めまして相

談件数はありましたけれども、具体的に何件というのは、今、数字的には持ち合わせて

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  学校のほう、小中学生に関しての御相談というのは聞い

ておりません。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  わかりました。ほんと、あっちゃいけない、先ほども教育次

長、また福祉保健部長の答弁のように、絶対あっちゃいけない行為だと思いますんで、

ぜひとも強固に御指導していただきたいと思います。 

 続いて、収束しないコロナの問題なんですが、感染予防用の備品は以前にも増して多

く物流的には流通していると思うんですが、園児または保育士などに対して、数とか、

そういったものは大丈夫なのか、そこら確認をお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  保育施設への物品等の整備でございます。 

 現在、認定こども園や保育園におきましては、非接触型の検温器、あれを各園に配備

をしております。また、手洗い用の消毒液、また、おもちゃなどを拭き取りますので、

そういった清掃用の消毒液、そして、それのための手袋と、こういったものは準備はし

ておりますし、今、過不足なく配置できております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  引き続き、先ほども答弁ありました第２波とかいうこともあ

りますんで、しっかり備えが大事だと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 これ、私、提案なんですけど、小さいお子さんとか、マスクの重要性とか、手洗いの

重要性とか、なかなか徹底することが難しいと思うんですね。よく小さい子供を観察し

とると、例えば人形劇を使うとか、アニメを使ったものを、大事なんだよいうアピール

することによって、興味を示して、子供に周知できるんじゃないんか思うんですが、そ

の辺の指導の仕方いうのは提案できますかね。お願いします。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  マスクの重要性ということでございます。 

 確かにマスクは、大人は皆さん、ここにいらっしゃいますように、皆さんしておりま

すけれども、子供については、例えば２歳未満の方については、これはＷＨＯとかもつ
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けないほうがいいというようなこともあります。ですから、それ以上の子供たち、３歳

以上の子供たちについては、マスクの重要性でありますとか、また、先ほどありました

手洗いっていうことでございますけれども、そういった手洗いのことも重要なことにな

ります。感染症予防対策をする最も重要なものにつきましては、マスクよりも手洗いの

ほうが重要なのかと思っております。ほんで、手指をしっかり洗ういうのがほんとに大

切なことなんで、こういったことは子供たちにしっかりと習慣づけていく。マスクもそ

うですけども、手洗いもしっかり習慣づけていくことが必要なことだと思っております。 

 現在、認定こども園や保育園におきましては、歌やダンスとかそういったものを取り

入れながら、手洗いの指導のこともやっておりますし、発表会のテーマとしてもやって

おります。平川議員さんがおっしゃられた人形劇やアニメということでございますけれ

ども、こういったものにつきましては、例えば人形劇なんていうのは、人形は身近なも

のとして親近感があったりとか、安心感を子供たちが得られるということも言われたり

しますので、ほんとに非常に興味を持って教えることができる方法だと思っております

ので、今後、各園と相談しながら、そういったものの指導につきましては、人形劇も含

めまして、例えばアニメでそんなんがあるのか確認はしないといけないんですけども、

そういうなのも含めまして、年齢に応じた指導方法を工夫していきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  ありがとうございました。ほんと習慣づけいうのは重要にな

ってくると思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 次、教育委員会のほうに質問なんですけど、最初に、各小中学校の特別教室にエアコ

ンの設置ができたいうことで、多くの父兄の方々からも大変喜びの声をいただいており

ます。 

 先ほど教育長の答弁にもありましたが、特別教室は普通教室に比べて大変広いいうこ

ともあって、多目的に利用できると思うんですね。例えば、教室だけじゃなく、緊急避

難所としても大いに利用できると思います。今後も残った特別教室へのエアコン設置を

望みますが、ぜひとも、その辺もよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、コロナ感染が収束しない中、ＩＣＴを活用した教育の取り組みが大事になって

きます。 

 そこで、ＧＩＧＡスクール事業はどの時期から開始するのか、お答えいただきたいと

思います。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  ＩＣＴ、ＧＩＧＡスクールのお尋ねだと思います。 

 今年度中に全ての整備が完了するように、入札準備等を進めております。ただ、今回、

全国の自治体のほうが今年度中に整備するというふうな予定を聞いておりますので、タ

ブレット端末等の不足というのが予想されますが、本市では、各学校への納入時期は、

令和３年３月までには終わらせる予定でしっかり動いております。 

 以上です。 
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○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  ここは半島になりますけど、もう光も走って、どこよりもそ

ういった取り組みも早く進むと思います。半島の地域ではまだまだ光ができてなくて、

国からの予算でやるいうことで今からいうとこもありますが、いち早く、この時期に合

った教育ができることを強く望むんですが、そこで再質問して申し訳ないんですが、Ｉ

ＣＴを例えば活用することによりまして、学習意欲のある子供とそうでない子供の差が

生じるんじゃないんかと思うんですが、そこら辺についてはどのようなお考えがあるん

か、お答えください。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  学習意欲に差が生じるのではということでございます。 

 前段といたしまして、今や社会のあらゆる場所でＩＣＴの活用というのが日常的なも

のとなっております。これからの時代を生きる子供たちにとっては、タブレットとかパ

ソコンのＩＣＴ端末というのは、ノートや鉛筆と同じように、どうしても欠かせない道

具ということになっていくと思います。 

 この道具であるＩＣＴを活用することにより、これまでとは違った個々の関心に合わ

せた調べ学習とか、写真や動画を用いた多様な資料を瞬時に検索できること等により、

これまでよりも子供たちの学習意欲は各段に向上するというふうに考えております。 

 しかしながら、児童生徒のＩＣＴの操作能力というのには差があることも考えられる

ため、基礎的な技能の習得ができ、なるべく差がつかないよう、個に応じた支援を適切

に学校では行っていきたい、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  ほんと、なるべくいうお言葉ありましたが、必ずにそこには

差が生じてくると思うんですね。私もなかなか扱いに慣れなくて苦労しとるんですが、

苦しむ子がなるべくの中に１人でもおれば差が生じていくいうことになりますんで、ぜ

ひとも、しっかりとした指導をよろしくお願いします。 

 そういったことを補充するための国の支援なんですが、指導員等派遣事業でスクー

ル・サポート・スタッフ追加配置という取り組みがございますが、これはどのようにな

っているのか、お答えください。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  指導員等の派遣事業、スクール・サポート・スタッフの

追加の取り組みはという御質問だと思います。 

 現在、市内の小中学校には、スクール・サポート・スタッフ、いわゆるＳＳＳが小学

校では５名、中学校で２名、計７名の配置をしております。このうち、小学校に配置し

ている４名のスクール・サポート・スタッフについては、国が行う補習等のための指導

員等派遣事業、これを活用して、新型コロナウイルス感染症対策の強化を図るというこ

とを目的に、今年の７月に追加措置をしております。 

 このスタッフの主な業務ということでございますが、教室内の換気や消毒などの感染

症対策、また児童生徒の健康観察の取りまとめの作業など、教職員でなくても行える業
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務を担ってもらい、教職員の負担軽減を図り、子供たちと向き合う時間を確保していた

だくというものでございます。 

 本来であれば全小中学校に配置していただきたいところですが、県の事業でございま

して、かなり多く、うちのほうでは配置してもらっているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  各先生の、今回コロナ禍がありまして、その負担がかなりふ

えとると思うんで、こういった取り組みもしっかり利用しながら、先生が先生の仕事を

できる、そういう取り組みをしっかり行っていっていただきたいと思いますんで、何と

ぞお願いいたします。 

 次にまいりますが、確認ですけど、修学旅行は児童生徒の方にとって一生の思い出と

なる一大イベントになると思うんですが、今回、このような時期でございますので難し

いところではございますが、現在の状況はどのようになっているのかお伺いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  修学旅行でございます。ほんとにこれは子供たちが一番

楽しみにしている行事の１つだと思います。 

 この修学旅行の実施についても、感染防止対策、これを最優先にしながら、その教育

的意義、児童生徒の心情等、これらにもしっかり配慮して、時期や旅行先については業

者と検討をしております。 

 今現在の段階では、小学校は、もう９月なんですが、９月または１０月に一応山口方

面への修学旅行を予定しております。中学校については、時期、旅行先ともに現在検討、

大体東京のほうに行ってたんですが、その旅行先等も時期も検討を重ねながら、一応中

学校も修学旅行のほうは実施したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  平川議員。 

○６番（平川博之君）  近所に住む小学生のお子さんが修学旅行のことをすごく心配

して、今、県外行かれんとか、どこどこ行かれんとかいうて、家庭でも我慢して、学校

の行事も我慢していうて、子供もストレスがすごくたまっているんで、そういった楽し

みが１つでも減らないように、今後もしっかり取り組んで、喜んでいただきたいと思い

ますんで、お願いいたします。 

 最後になりますけど、最後にくどいようでございますが、今回のコロナ感染は収束の

見込みがいまだわかりません。また、国・県の動向も日々変化しております。今後も、

市民の皆様お一人お一人の協力をいただきながら、行政職に関わる皆様の力により、安

全で安心なまちづくりのさらなる構築のため活躍していただくことを期待して、私の一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  一番最初のほうで質問のありましたＳＮＳへの誹謗

中傷の相談件数ということでございます。本市では７件ということでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（吉野伸康君）  以上で、６番 平川議員の一般質問を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。１０時５０分まで休憩いたします。 

                           （休憩 １０時３９分） 

                           （再開 １０時５０分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番 重長英司議員。 

○３番（重長英司君）  市民クラブの重長でございます。傍聴席の皆様、朝早くから

傍聴いただき、誠にありがとうございます。 

 それでは、通告に従いまして、２項目６点の質問をさせていただきます。 

 まず１項目め、コロナ禍の学校教育の実態について、次の３点をお伺いします。 

 １、教師や児童生徒が精神的に不安定になっていないか。 

 ２、学力の保障についての取組は。 

 ３、これまでにない状況の中、不登校やいじめの、このいじめに関しては虐待という

ものも含んでいると御理解いただきたいと思います、の実態は。 

 ２項目め、ギガスクール事業について。 

 ギガスクール事業の今後の進行計画は。 

 ２点目、通信インフラの整備は。 

 ３点目、ギガスクール事業導入によって得られる効果は。 

 以上、２項目６点の質問の答弁のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  小野藤教育長。 

○教育長（小野藤 訓君）  重長議員から、２項目６点の御質問をいただきました。

順にお答えをさせていただきます。また、答弁が長くなりますので、御容赦いただきた

いと思います。 

 初めに、１項目めのコロナ禍の学校教育の実態についてでございます。 

 まず、１点目の教師や児童生徒たちが精神的に不安定になっていないかについてでご

ざいます。 

 学校休校中も、再開後も、教師や児童生徒たちが精神的に不安定になっているという

ことはございません。ただし、教職員に対して支援は行っております。例えば、校舎内

の消毒や夏季休業の短縮等により教職員の業務量がふえているため、必要に応じてスク

ール・サポート・スタッフや非常勤講師を新たに追加措置し、教職員の負担の軽減を図

っております。 

 また、児童生徒に対する支援といたしましては、臨時休校中は児童生徒の様子をでき

るだけ対面で把握できるよう、定期的な家庭訪問を行い、きめ細かな連携を行ってまい

りました。 

 さらに、学校再開後も学習や生活面に対する不安を持たせないようにするために、学

習の進度を把握しながら、気になる児童生徒には個別に学習支援を行い、心身の状況の

変化や違和感の有無に注意し、担任や養護教諭、スクールカウンセラーによる教育相談

等も実施してまいりました。これからも校長を中心とし、ワンチームとして組織的な対

応ができるよう支援してまいります。 
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 次に、２点目の学力保障についての取組についてでございます。 

 臨時休校中は、どの学校におきましても、家庭訪問により、児童生徒の学習に遅れが

生じることがないよう定期的に課題を配付し、個別の状況に応じたきめ細やかな対応を

行ってまいりました。 

 具体的には、教科書と併用できる教材を教職員が作成したり、プリント教材に加え、

テレビ放送等を活用したオンライン教材の紹介を行う、また、自校のホームページを活

用し、自作動画を配信するなど、各校の実態に応じた対応を行っております。また、家

庭での生活の乱れがないよう、児童生徒が自主的に各家庭に応じた時間割りを作成でき

るよう、きめ細やかな指導も行っております。 

 このように、各学校におきましては、児童生徒の実態に応じて、今年度の教育課程の

実施に支障が生じないよう、それぞれが工夫を凝らした学習指導を行ってまいりました。

さらには、学校行事を精選し、夏季休業も短縮することで授業時数の確保に取り組み、

とりわけ進路の指導に配慮が必要な最終学年の児童生徒には、優先的に学習活動を行い、

個々の児童生徒の進路希望や学習の状況を踏まえ、将来に見通しが持てる指導を行って

おります。 

 次に、３点目のこれまでにない状況の中での不登校やいじめの実態は、についてでご

ざいます。 

 ７月末現在で、コロナウイルス感染症による臨時休校をきっかけに不登校になったり、

いじめを受けた児童生徒はおりません。教育委員会では、例年９月をいじめ撲滅月間と

して位置づけ、市内の全小中学校でいじめの未然防止に向けた取り組みを行うこととし

ております。 

 今後も、不登校やいじめの取り組みにつきましては、早期発見・早期対応が大切だと

考えておりますので、児童生徒の小さなサインを見逃すことがないよう、日ごろから目

を光らせ、耳を立て、しっかりと対応してまいります。 

 次に、２項目めのギガスクール事業についてお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目のギガスクール事業の今後の進行計画についてでございます。 

 ＧＩＧＡスクール構想は、ＩＣＴを基盤とした時代を生きる子供たちのＩＣＴ環境の

整備が急務であることから、１人１台の端末整備と校内通信ネットワーク整備を一体的

に行い、教育のＩＣＴ環境を実現するためのものでございます。 

 いずれも今年度末までに整備することを目指し、来年度からは各学校で１人１台の端

末環境となり、令和時代のスタンダードとしてデジタル教材等を日々の授業でも活用し、

児童生徒の多様な学びを実現してまいります。 

 次に、２点目の通信インフラの整備についてでございます。 

 今回のＧＩＧＡスクール構想は、１人１台の端末整備と校内通信ネットワーク整備を

一体的に行うものでございます。１人１台のタブレット端末を整備した後は、校内での

ネットワーク環境を使用することとなります。現在の通信環境では、ネットワークを同

時に使用すると多くの端末が能力不足に陥ります。このため、多人数の児童生徒が同時

に端末を利用する際には、高速で大容量の通信ネットワークを整備する必要があります。 

 具体的には、高速で大容量の通信に対応できるケーブルを敷設し、無線ＬＡＮのアク
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セスポイントを増設いたします。これにより、校内のあらゆる箇所で多くの端末を同時

に使用することが可能になり、高速通信を生かした学びが実現できる環境が整います。 

 次に、３点目のギガスクールの事業導入によって得られる効果は、についてでござい

ます。 

 各学校におきまして、１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整

備することで、これまで蓄積されてきた教育とＩＣＴを組み合わせ、教員は子供たち一

人一人の反応を踏まえた双方向型の一斉授業が可能となり、これまで以上に情報の基礎

的な操作の習得やプログラミング的思考力が身につきます。また、教育的ニーズや学習

状況に応じた個別学習が可能となり、学びの転換へとつながります。 

 具体的には、デジタル教材等を活用することで、一人一人の学習の進捗状況を可視化

することができ、よりきめ細やかな対応や工夫を凝らした学習指導ができるようになり

ます。 

 このように、本市のみならず、日本や世界の未来を託す子供たちが学校や家庭で日常

的にＩＣＴ機器に触れることで、タブレットやパソコンが鉛筆やノートに並ぶマストア

イテムとなり、今後、社会のあらゆる場所で常に情報を活用し、発展させていくことが

できる能力を全児童生徒が身につけられるよう取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  それでは、再質問のほうを順にさせていただきます。 

 まず、コロナ禍の中での学校教育の実態についてということの項目の１番の教師や児

童生徒が精神的に不安になっていないかという項目でありまして、ちょっと前に新聞で、

あるＮＰＯ法人が先生方に対してアンケートをしまして、その結果がこの前発表になっ

たんですけども、その分の発表の前に、傾向がこういうふうに出ているというふうなも

のがありまして、その調査結果によりますと、すごく教員が疲れている。なぜ疲れるか

というと、ふだんにないことをしなければいけない。１番には消毒、これまでにしなく

てもよかった消毒をしなきゃいけないとか、各学校において、新しい生活様式を定めて、

それに従ってしましょうとか、あとは、学校の中で三角コーンを置いてぶつからないよ

うにしたりとか、間隔をあけるためにシールを貼っていったり、あるいは、しなくても

いいことをやって子供を受け入れる準備をこれまでにしてきて、６月の段階で私も各学

校を訪問させていただきまして、実態を見させていただいて、すごく考えて、子供の安

全を考えてやってるなと、もう準備万端ですよね。それまでには、先ほどの御答弁でも

ありましたように、６月までは週１回の家庭訪問をして、課題を出して、それを受け取

って、またわからないところを返していく。毎週各家庭に出向いていく、そういうこと

の労力もありましょうし、６月の段階では、まだそこまで先生方の疲労感というものは

こんなにあるなとは思わなかったんですけども、６月に授業を再開して、いまや９月で

すよね。６、７、８月は２週間ほどお休みがありました。ここで来て４カ月目に入って、

日々の消毒活動もかなり厳しいものがあると思います。それで疲れてくると、やっぱり

子供に目が行きにくくなってくる、そういうことがあるんじゃなかろうかと思うんです

けど、そこらあたりはしっかりと子供に目が向いているでしょうか。そこらあたり、具
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体的にお願いします。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  先ほどの平川議員さんの質問の中でもお答えさせていた

だいたんですが、教育長の答弁でもございましたように、スクール・サポート・スタッ

フとか非常勤講師というのを江田島市では採用しております。 

 先ほど言ったように、スクール・サポート・スタッフは計７名、非常勤講師を１名つ

けております。これは中学校のほうにですね。なるべく手厚く教職員の方にはしている

つもりではございます。確かに教員のほうも疲れてきているのは、現実そうだと思いま

す。ただ、よく学校の先生が言われるのが、子供たちの元気な顔を見たら疲れも吹き飛

ぶんだというふうに学校の先生は頑張ってくれておりますので、それをしっかり教育委

員会としてはサポートしてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  そこらあたり、しっかり教育委員会のほうでサポートしてい

ただいて、先生方が疲れ過ぎないように、しっかりサポートしていただきたいと思いま

す。 

 次の学力の保障についてということなんですけれども、これも６月までの間は毎週プ

リントを配付して、それを回収して指導していく。４月ということを考えると、新しい

学年に入って、新しい分野の勉強をしていく。その中で、１週間に１回、先生と話すこ

とができるんでしょうけれども、新しい、例えば算数でも、これまで３年生でしよった

算数と４年になってする算数は違いますよね。そういったことで、割とカバーができて

いるのか。あるいは、カバーが不十分であると、今の現状までにそこをカバーしていか

なければいけないいうことが起こってくると思うんですね。その中で、子供たちの状況

がそこでうまくスムーズに理解が進んでいるのか。あるいは、そういった部分で先生方

がうまく対応できて、この１年で習得しなければいけない部分が順調に、今の時期なら

今の時期なりに、ここまでは習得してますよというふうな形で、それがうまく進んでい

るのかどうかというのを教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  小野藤教育長。 

○教育長（小野藤 訓君）  今、御心配の教育課程、１年間の教育内容がきちっと指

導できるのかという御質問だと思いますけれども、先ほども答弁でお話ししましたよう

に、夏休みも開業日として授業を行っております。また、各学校いろいろ創意工夫して、

学校行事の精選等をして、授業時数は予定どおり実施できるようにしております。 

 また、子供によって家庭の状況も違います。いろいろ学習に対する準備といいますか、

個々に違ってきます。先ほども答弁しましたように、そういうところをしっかり担任等

がつかんで組織的に、担任だけじゃなかなか手が足らない状況もありますので、副担任

であるとか他の先生と協力しながら、その子供の状況に応じた細やかな指導ができるよ

うに工夫しております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 
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○３番（重長英司君）  そのように、子供たちの力がそういったふうにしっかりと自

分のものとなって、そういった力をつけていけるように、しっかりと指導をしていただ

きたいと思います。 

 次に、３点目のこれまでにない状況、いわゆる特殊な状況の中で、不登校やいじめ、

あるいは虐待の実態はということで、先ほどの御答弁の中で、不登校ゼロ、いじめもあ

りませんというふうなお答えだったんですけども、不登校に関しては、ちょっと違うん

じゃないかなというふうな思いもあるんです。そこらあたりはゼロで間違いないですか。 

○議長（吉野伸康君）  小野藤教育長。 

○教育長（小野藤 訓君）  先ほどの答弁でお話ししたのは、コロナウイルス感染症

がきっかけで不登校になっている者はおりませんと言いました。しかしながら、議員御

指摘のとおり、現在不登校の生徒はおります。これはコロナウイルスが原因ではなくて、

いろんな状況があるんですけれども、そういう中から不登校になっている生徒はおりま

す。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  不登校に関しては、それまでも不登校であったという部分も

私も理解しておりますし、ちょっと変わった例としましては、これまで不登校だったの

が、６月から出席するようになったという子もあるように聞いております。この子がず

っと出席しているかどうかは、その後の追跡はしてないんでよくわからないんですけれ

ども、その中で、今、先ほどのアンケートの件でもあったんですけれども、長時間労働

というか、ふだんにないことをしていくという中で、疲労感がかなり高い先生がふえて

いる。その中でいじめなどがふえていくという懸念があるんじゃなかろうかと。やっぱ

り職場環境がそういった、こう言っていいかわからないんですけども、危機的状況にあ

る、または長時間労働の増加、高い疲労感というものがあれば、子供の対話にしてもそ

れが影響して、元気であればちゃんと聞いてあげられるのに、もう疲れてしまうと、子

供の話すこと、訴えることも十分に受け取れないようなことがひょっとして起こってく

るのではないか。そうなった場合には、子供に対する対応自体がしっかりできなくなっ

て、そうすると子供は、先生に言うとるのに先生聞いてくれへんのんでというふうなこ

とが起こったり、それが心配なんですね。そういうことが起こると、いじめとか、子供

もいらいらします。先生もいらいらします。６月までは家庭で待機、そうすると、二親

が仕事に行っとったら１人でおる。勉強する子は勉強するんでしょうし、学校によって

は、学校の時間割りと同じような時間割りを各家庭に与えて、何時から何時までは何の

時間ですよ、この勉強してくださいというふうな時間割りを与えとる学校もありました。

その中で、１人でおると不安になる。子供がずっと家におるといらいらする親もおるん

ですね。そこらあたりの家庭の中で虐待が起こってくる可能性もふえてくる。学校に行

っとれば、昼間は子供がいませんから。ずっと子供がいる中で、親のいらいらが募って

くるというケースも考えられると思うんですね。 

 そこらあたりで、今、現状としては、いじめも起こってない、そういった家庭内の不

和も、そういった情報は上がってこないというふうな話だったんですけれども、そこら
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あたり、今後、そういった状況がだんだん、疲労もどんどん深くなってくると思います。

そういった中で、これから、そういうことを予想してどういう対応をしていくのかとい

うのをちょっとお聞かせいただきたい。 

○議長（吉野伸康君）  小野藤教育長。 

○教育長（小野藤 訓君）  今、議員御指摘のとおり、我々も非常に心配しておりま

す。このことは、毎月、小中学校の校長会がございますけれども、その校長会では毎回

のように、常にいじめ、あるいは虐待、どこの学校でも、どこの子供にも起こり得る、

そういう問題であるという捉えで、先ほども答弁しましたように、小さなことまで見逃

すことがないように、担任を中心に、子供の状況把握に努めております。 

 そういう中で、御存じのように、今、国も働き方改革というのを進めております。学

校における働き方改革というのを学校でも進めておるんですが、今、言われるとおりで、

教職員が疲弊したら、ほんとに子供たちのいい教育はできないということで、まずは先

生方、教職員が元気で生き生きと仕事ができるような、そういう状態をつくっていこう

ということで、今、本市、他の市町もそうですけれども、１週間に１回、定時退校の日

というのを設けて、本市は水曜日に設けているんですが、水曜日は部活動も中止にして、

先生方はその日は早く帰ろうというふうにしています。だから、そういうふうな先生方

が元気に常におれるような状況を維持しながら、子供たちへの教育も充実させていくと

いうふうにしております。 

 また、子育て支援課とも連携しながら、御指摘のように、家庭状況が変わる中で虐待

等の心配もあります。そういう中で、早目に、子育て支援課、あるいは民生児童委員、

地域の方と連携しながら、学校だけじゃなくて、多くの方々で支えていくという、そう

いうことに今は気をつけているところでございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  そこらあたりのサポートを、学校だけでなく、周りも含めて

サポートするということでありましたので、地域で子供を育てる、育成するというふう

なことをしっかり周りと連携しながら進めていただきたいと思うと同時に、こういった

いじめとかそういう問題が起こる要因としまして、自己肯定感が低いというふうな、日

本の子供たちは自己肯定感が低いというふうなことが前々から言われております。そこ

らあたりに関しまして、自己肯定感を上げていく。要するに、自分のことが好きなんだ。

自分が自慢できるんだ。前は、わしゃ自分のことが大嫌いよというふうな子が多かった

んですね。自分に自信がない子が多かったですね。それをどうやったら自己肯定感を高

く持てるような工夫をしているのか、江田島市はどのような工夫をしているのか、これ

を教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  小野藤教育長。 

○教育長（小野藤 訓君）  議員の御知見どおり、日本の子供たちの自己肯定感、他

国と比べても低いところでございます。本県、あるいは本市も同じような状況あります。

そういう中で、自己肯定感を高める、そういう取り組みはいろんな活動を通してやって

おります。人のために自分が役に立っている、これが非常に自分の自己肯定感を高める。
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あるいは、自分自身に自信を持たせる。そういうようなことを、いろんなボランティア

活動、授業の中でももちろんやっておりますけれども、授業以外の活動も取り入れてお

ります。 

 そういう中で、これも毎年、児童生徒のアンケート調査しておりますけれども、徐々

にですけれども、改善傾向にあります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  ぜひ、その自己肯定感を高める教育を進めていただいて、し

っかり自信が持てる子供を育成してもらいたいと思います。自己肯定感が低いというこ

とが原因で、昨今すごく話題になっているＳＮＳでの誹謗中傷、自分は隠れて、人に対

して石を投げるというようなことがすごく一般化しておりまして、それは昔のいじめみ

たいなものの延長として考えられるんですね。そういったことが今後は起こらないよう

な、２０年後、３０年後にはそういうことが起こらないような教育をしっかりとしてい

ただきたいと切にお願いいたします。 

 それでは、次のギガスクール事業についてに移らせていただきます。 

 １番のギガスクール事業の今後の進行計画ということであったんですけども、ＧＩＧ

Ａスクール事業自体は２０１８年から文科省が進めておりまして、２０２２年までには

皆整備しなさいよというふうなことだったんですけども、全国そうなんでしょうけれど

も、コロナを契機に、それを一気に推し進めようという方向なんだろうと思うんですけ

れども、ＧＩＧＡスクールが実際の授業に使われるというのは、そういったタブレット

が配付される、３月に配付されるということであれば、来年度から実質的に始まってい

くという捉えでよろしいですか。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  そのとおりでございます。来年度から実施していきます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  それで、そっから始まるんでしょうけれども、その中で今心

配なのは通信インフラの整備。たくさんの回線を一気に使うということになれば、江田

島市は光が入ってますから、通常の家庭もかなり高速で使えるんです。そういったもの

と同じ回線を学校も使ってするんでしょうか。それをちょっと教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  まず最初に、このＧＩＧＡスクール構想自体は、まずは

校内、先ほど教育長説明いたしましたように、校内１人１台端末と校内の無線ＬＡＮを

整備していこうというのがございます。 

 議員御指摘のように、江田島市には光回線が来ておりますので、１ギガの速度が出る

というふうになっております。まずは、学校の中で授業するのに、外に出るときには光

回線なので早いんですが、学校の中で混雑するんですよ。１００台とか、一気に５０台

というと、今の学校の状況では、中で外に出るときに混雑するということで、そのため

に今回、無線ＬＡＮの整備もするということでございますので、学校の外に出る環境と
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いうのは、江田島市のほうで光回線網ができているんで、それにちゃんと出れるような

仕組みを今回学校のほうでつくっていくということでございます。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  そこで、全協での説明のときには、学校の回線がそのまま、

直にＮＴＴの一般回線に行くんじゃなくて、それとは別の出口を使って、いうのは、学

校で一気に使うものが一般の回線に入ってしまうと、途端にスピードダウンをしてしま

うわけです。そうなると、今度、普通の仕事でそういった回線を使っている人は大迷惑

なんですね、正直な話。今でも学校がお休みのとき、土日とか、あるいは６月までのと

きは割と、昼間も晩もそうなんですけども、すごく遅くなるんです。今では土日ですね。

昼間私がパソコンを使っている、データのやり取りをしているときに、びっくりするぐ

らい遅くなるんですよ。これは回線が混んどるからですね。光じゃけんいうて全部１メ

ガが出るわけじゃなくて、回線の混みようによって全然違うわけです。だから、それは

学校なら学校、例えば江田島市役所なら江田島市役所の専用回線を設けて、学校がそこ

に一旦集まって、そっから一般回線じゃなくて、それと別の回線で結ぶということをし

ないと、これは社会的にちょっと迷惑になることも考えられるんですが、そこはいかが

でしょうか。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  私もそこまで詳しくはないんですが、基本的には、回線

事業者によって速度は変わるというふうに聞いております。というのが、通信方法がい

ろいろあって、今、通常皆さん、私らも使っているのはＩＰｖ４という規格でございま

す。これはＮＴＴの回線の中に集まって、ＮＴＴとか回線事業者と言ったほうがいいん

ですかね、いろいろな事業者のところに集まって出ていくと。集まるときに回線が混雑

するということでございます。ですから、事業者がいろいろなアクセスポイントをたく

さん持っていて、江田島市にも１個あるよ、呉市にも１個あるよとかいうふうなことが

たくさんあれば、そういう混雑、全体の人数がばらけるのでいい。それが今のＩＰｖ４

のやり方。 

 今現在、今度、ＩＰｖ６というんですかね。これは、そこを通さず、直接いろいろな

ホームページを見に行ける技術というふうに聞いております。これになったら、今でも

遅い回線事業者、例えばヤフーとかニフティに入っておられて、ＩＰｖ４でつながるよ

うにしている人がいれば、このＩＰｖ６という規格に変更さえしたら、そこの回線通ら

なくなるので早くなるというふうに聞いております。その辺は私も専門家ではないんで、

この回線が早くなるようなというのは、ＮＴＴさんのほうとこれからＬＡＮの工事が終

わったらまた話をして、当然いつでも出て行けるようにする予定でございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  ぜひ、そこらあたりで、一般の仕事をしている方々に迷惑に

ならないような通信方法を採用していただきたいと思うのと、各学校の教室などに無線

ＬＡＮを引かれると。そうすると、ルーターでしますよね。そのルーターもケーブルも

文科省が推薦しているのはクラス６ですか、のケーブルを引きなさいということもあり



 

－８１－ 

ますし、ルーターの置く位置によって、教室のここは早いんだけども、ここは遅い、こ

こはひょっとしたら回線がつながらんいうことがあるんですね。そこらあたりは多分専

用の業者が設定をされると思うので、そういうことがないと思うんですけれども、そう

いうことが起こり得るんだということを全員が、その置き場所によっては、ここは使え

るけども、後ろは使えない、前は使えないけど、後ろは使えるということが起こり得る

ので、そこらあたりをしっかりと、そうならないようにチェックをしていただいて、全

員が快適に使えるようなことをしていただきたいと思います。これは要望です。 

 次は、３番のギガスクール事業導入によって得られる効果はということで、個人個人

の最適化というふうな文章があったと思うんですね、文科省の部分の中で。それは、そ

の人その人に合った指導の仕方、教育の仕方をしていくというふうなことだろうと思う

んですけれども、そうすると、先生方の力量を上げていかないといけない。それが使え

るようにしなきゃいけない。そこらあたりに対して、先生方のスキルアップに関して、

江田島市はどのような対応をするのか教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  当然、先生方がこれについていかなければいけないと思

いますし、当然、得意な方もいれば、苦手な方もいるということで、先生方はどんどん

今勉強して、このＩＣＴが使えるようにしております。 

 ただ、このＧＩＧＡスクールというのが、直接これを入れたから子供たちの学力が上

がったとか、そういうものではなくて、もう今が情報社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ４．０の社

会というんですけど、それから今度は、モノのインターネットとか人工知能などがつな

がる超スマート社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０、これはアベノミクスなんかでも言われて

いるんですが、そういう時代に移っていくだろう。その入り口になる子供たちには、こ

のＧＩＧＡスクール構想というのをやっていかないといけない。当然、先生方もこのこ

とを知ってやっていくということでございますので、どうしても苦手な方とかはいると

は思いますが、そこはしっかり学校のほうで取り組むように。タブレットの中には、で

きるだけ使いやすいようなソフトを入れるというふうな工夫もして、ソフト面、ハード

面ともしっかり支援していこうと思います。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  今出てきましたＳｏｃｉｅｔｙ５．０、これをもっと具体的

に説明をお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  私もその発音でいいのかどうかもわからないんですが、

これはモノのインターネット、家電もインターネットにつながりますよとか、単純な作

業はＡＩが取ってかわるというふうな社会、スマート社会という名前がついておるんで

すが、そういったのがＳｏｃｉｅｔｙ５．０、がこれからの社会になっていくだろうと。

今までの狩猟社会からずっと来て、Ｓｏｃｉｅｔｙ４．０が今情報があふれている社会、

その先はこのＳｏｃｉｅｔｙ５．０、スマート社会になるんですよ、多分なってくると

思います。というのも、無線回線も今は４Ｇですかね、ＬＴＥ回線、これが５Ｇ。５Ｇ
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になったら、最大２０ギガの速度が出る。ほんとに光回線よりも早い回線になるんじゃ

ないんかなと。端末も無限大につながるということでございます。インターネットにも

つながるのが普通の社会になってくる。これからの子供たちはそういう社会を生き抜い

ていくんだということで、このＧＩＧＡスクール構想をやっていくということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０につきまして、私が調べたところでは、

「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的

課題の解決を両立する人間中心の社会」と内閣府の第５期科学技術基本計画に定義され

ております。ですから、通信手段としては、前提は５Ｇですよね。でも、まだ通信とし

まして５Ｇそのものがまだインフラとして定着してない、これからの通信のあれで、結

局５Ｇというのも、中継器から５Ｇの末端までは早いんですけども、中継器からの後は

４Ｇと一緒なんですね。だから、そこらあたりもあるんですけれども、やっぱり５Ｇが

前提とした、そこでやるというのがＧＩＧＡスクールということを、一応この文科省の

書類の中ではそれが理解できるんですけれども、そこらあたり、これからＥｄＴｅｃｋ

の導入ということも書いてありますし、民間企業からの支援協力、要するに、民間企業

から学校ＩＣＴ導入利活用に対するあらゆる教育を募るとあります。そこらあたり、学

校内だけでは、ずっと難しいかもわからない。ある程度、学校をオープンにして、外部

からの協力を得ながら、こういったことを進めていくというふうなことをしなさいよと

いうふうなことを、ＧＩＧＡスクールの部分でインターネットから調べた部分ではそう

いったことが書いてあるんですけれども、そこらあたり、これからのことだろうと思う

のですけども、民間をして、あらゆる協力を得るというふうな形で、どのような形、ま

だそこまで計画をされとらんのかもわかりませんけれども、将来的に民間協力を得なが

ら、それを進めていくという部分が必要であろうと思うんですけども、そっか、今まだ

そこまではやってないですよね。ごめんなさい。ちょっと先走りました。 

 そこで、ＥｄＴｅｃｋの導入ということをいつごろからということを考えられている

のか、まだ現状では考えていないのか、そこをちょっと教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  今、重長議員さん言われたとおり、まだ物も入っていま

せんし、ソフト自体もこれから入札という段階でございますので、それが決まらないこ

とにはわからないんですが、当然言われているように、民間の力も借りなければいけな

いかもしれないし、地域の力も借りなければいけないかもしれない、みんなの力で子供

たちを一緒に育てていこうということだと思いますので、そのときにはどうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  重長議員。 

○３番（重長英司君）  ありがとうございます。 

 それで、こういった新しい技術に関しては、いろいろわからないこともたくさん出て

くると思いますし、今年度入って学校がお休みになったりして、いろんな不安定な状況
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の中で、こういった新しいものを導入していくということは、かなり大変なことだろう

と思います。 

 支援員ですね。ＩＣＴに対する支援員を多分要請すれば派遣してもらえるようなシス

テムになっていると思いますので、そこらあたり、利用できるものは何でも利用してい

ただいて、スムーズな導入と、さっきも申しましたように、個人に対する最適化、その

人に最適な指導、教育ができるような環境をいち早くつくっていただけるように努力を

していただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、３番 重長議員の一般質問を終わります。 

 ８番 上本一男議員。 

○８番（上本一男君）  ８番議員、上本一男です。通告に従い、最後です、質問させ

ていただきます。緊張感を持ってやらせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 農業・漁業活性化についてお伺いいたします。 

 我がまちは、広島県においても有数な高齢化率の高い市町でございます。この高齢者

を農業・漁業の事業とうまくマッチングすることによって、産業の活性化、地域の活性

化はできないだろうかと考えております。 

 定年退職後の人や元気な高齢者が、これから老後をどのように生きようかと考えたと

き、農業・漁業をやりたいと思う仕組みづくりを、我々、行政、市政を考える者は考え

なければいけないんじゃなかろうかと考えております。その辺を聞かせていただければ

と思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  答弁を許します。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  上本議員から、農業・漁業活性化について御質問をいただき

ました。お答えをさせていただきます。 

 本市の平成２７年における国勢調査の産業別人口を見ますと、第１次産業は１，３６

２人、１１．９％、第２次産業は２，１９５人、１９．２％、第３次産業は７，７７５

人、６８．２％となっております。第１次産業は減少傾向にあるものの、広島県平均の

３．１％と比較しますと、本市は第１次産業に占める割合が高いことが特徴でございま

す。 

 さて、本市における農業の活性化につきましては、地勢や気象条件などの地域特性を

生かした産地の維持・形成を目指すことを主体とし、支援を行っております。 

 一例を申し上げますと、江田島町北部地域では、新規就農者育成協議会を中心とした

新規就農者の育成に取り組み、キュウリの産地形成を行っているほか、菊、スイートピ

ーなどの花卉やトマトなどの園芸施設の整備に係る費用に対して支援を行っております。 

 また、平成２２年度から、オリーブの苗木の購入助成を行いながら、耕作放棄地対策

にも取り組んでおります。１０年を経過した現在では、その成果として、市民の栽培技

術と加工技術が高まり、市民の実でつくったオリーブオイルは国際的に高い評価を受け
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ているほか、枝を使ったオリーブ冠は各種スポーツ大会から要望があり、提供をさせて

いただいております。 

 さらに、江能地域果樹振興対策会議では、平成２１年から、かんきつ、イチジク、ブ

ルーベリーを対象作物とし、販売知識と技術を習得するためのえたじま果樹農業塾を開

講しております。平成２１年度から昨年度までの受講者は延べ２５４人で、受講者のう

ち８割程度は６０歳以上と、時間にゆとりができた方が受講しておられます。このよう

な方にとって農作業は生きがいづくりや健康寿命を延ばすことにつながっているものと

考えますし、これに加えて、自らがつくった農作物が売れることで、地域経済にも好循

環が生まれるものと考えております。 

 これらの農作物の生産に向けては、有害鳥獣に指定しているイノシシ、アナグマ、カ

ラスから農地や園地を守る取り組みが必要であるため、イノシシ１１０番の設置や防除

柵等の補助制度を設けて、農業に取り組みやすい環境の整備にも努めているところでご

ざいます。 

 次に、漁業の活性化についてであります。 

 本市は、御承知のとおり、周辺を海に囲まれており、平成３０年の農林水産省海面漁

業生産統計調査によりますと、漁獲量の多いものから順に、イワシ類、マダイ、クロダ

イ、スズキ類と続いています。漁船漁業の中でも本市の主力は小型底引き網で、高齢の

熟練者の方は刺し網やタコつぼを行っておられます。 

 漁業においては、漁船と漁具を用いて操業を行いますので、農業と比較しますと、船

舶免許や漁船の取得に伴う初期投資の費用が必要であるほか、魚がとれる場所、網代の

熟知など、知識と経験も求められます。こうした条件が整えば、許可を得て観光遊漁船

などを行うことができますけれど、一から漁業を始めようとする方にとっては、非常に

ハードルが高くなってしまいます。 

 そこで、生涯現役を合い言葉に、漁業者に対しては、操業の基盤となる漁船保険や漁

獲共済の掛金助成を行っており、長く漁業を続けることができるよう、環境の整備に努

めております。 

 また、遠くの漁場まで行かなくても、港の近くに新たな漁場を整備するように努めて

おり、平成２９年度は市単独費で柿浦地区につきいそ１基を整備し、平成３０年度から

は、深江、鹿川、是長地区と、３年間続けて市と県が共同による増殖場の整備を行って

おります。市と県が共同で整備した増殖場には、昨年度から放流直後の稚魚の生残率を

高めるためのユニットを設置して、市場単価の高いキジハタの放流を行っております。 

 さらに、漁業者の中には、従来のように市場への出荷にとどまらず、移動販売車を活

用した新たな販売方法や、消費者が購入しやすいように切り身での販売を取り入れるな

ど、ニーズに合わせた販売方法に切り替える取り組みも見られます。 

 農業者が農作物をつくって、あるいは、漁業者が魚をとって売る喜びを感じることが

できるように、地産地消の推進に向けて、農業者や漁業者を初め、農協、漁協などの関

係団体と連携を図りながら、第１次産業の持続化、活性化に努めてまいりたい、このよ

うに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  再質問をさせていただきます。 

 今言われたんは、１次産業が１，３６２人言われましたけど、今、江田島市の高齢化

率、６５歳以上、７５以上、８５歳以上、その辺はちょっとわからんですかいね、どう

いうぐあいになっとるか。人口が２，２００ちょっと言われたんですかいね。そのうち

の高齢化率、高齢者の数はどれぐらいになっとりますか。 

○議長（吉野伸康君）  山井市民生活部長。 

○市民生活部長（山井法男君）  高齢化率についての御質問です。 

 私のほうでは６５歳以上人口しか把握してないんですけれども、外国人を含む江田島

市人口、９月１日現在、２万２，５５４人、うち外国人を含む６５歳以上人口９，９１

８人、６５歳以上でいうところの高齢化率というのは４３．９７％ということでござい

ます。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  ありがとうございます。いうことは、要は、４３％、１００

人おったら４０人が高齢者いうことになる思うんですが、私はね、その方等を元気にせ

んことには、江田島市の元気度活性化いうのは僕はない思うんですね。その方らは、今

まで人間を長いことやっとんですから、いろいろ知識はある、経験はある、それをいか

に活用するかいうことを私は考えなければならない思うんです。 

 江田島市の何いっても基幹は、農業であり、漁業であると思います。それを、農業な

ら農業で、その方らをどういうぐあいに活用して元気にするか。漁業なら漁業で、今現

在も漁業をやっている方をどのように活用して元気にするかいうことが江田島市の活性

化に私はつながると思います。 

 まず、農業から分析してみたいと思います。 

 農業で、江田島市はオリーブの市町、平成２２年からずっとオリーブをふやして今い

っていますけど、耕作放棄地に対するオリーブを開墾、整地した場合の補助金、その辺

等をちょっと教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  オリーブの振興に関する補助についての御質問でござい

ます。 

 オリーブに関する補助につきましては、主に苗木の購入補助、それから農地再生補助、

そして栽培補助がございます。 

 苗木の購入補助につきましては、苗木１本当たり約２，７５０円ぐらいするんですけ

れども、それに対して８割程度補助して、実際には６００円で購入できると、そういう

８割補助をしております。 

 それから、農地再生補助につきましては、整地・抜根費用や、草を刈ったり、そうし

た整地・抜根費用について、やっぱり８割補助をしております。これは１反当たり１０

万円を限度額としております。 

 そして、同じく農地再生補助に土壌改良、肥料ですね。そうした土壌改良費について

も８割補助をしております。これについては、１，０００平米当たり５万円を限度額と
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しております。 

 そして、最後に栽培補助ということで、オリーブ植えたら支柱が必要になってまいり

ます。その支柱につきましても８割補助、これも１，０００平米当たり５万円が上限。

そして、苗木ですね。もうちょっと小さいものに対する支柱の補助も８割補助で、これ

につきましては、１，０００平米当たり１万５，０００円を限度額としております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  ありがとうございます。いうことは、平成２２年からそうい

うような取り組みをして、今、江田島はとこういえば、やはりオリーブの島いうような

感覚を持っとんですが、これをオリーブじゃなくて、普通の一般野菜とか果物、果実よ

ね、そのようなものを植えた場合の補助率いうのはどういうぐあいになっとんでしょう。

教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  今申しました制度につきましては、オリーブ以外の品目

では補助を利用することはできません。ただし、耕作放棄地対象事業補助金というのが

ございまして、自己所有地以外の耕作放棄地を整地・抜根した場合、２分の１以内の補

助で、１，０００平米当たり５万円限度、そして、同じく土壌改良についても、これも

２分の１以内の補助で、１，０００平米当たり２万５，０００円の限度額と、そういっ

たものは御利用いただけます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  ということは、一般の耕作放棄地に対して、例えば野菜を植

えたいというたときは半分補助。それから、オリーブは８割補助いうような感じになっ

ておりますよね。これらを平成２２年からやってきたいうことは、僕はこの辺でぼちぼ

ち考え直してもええんじゃないんかというような考えを持っとんですよ。 

 それはどういうことかいうたら、耕作放棄地を、要は、自分の所有地ならある程度自

分が耕したりしますけど、今、江田島市の農地等を見た場合、こちらにいなくて、まち

に出とるとか、高齢でようつくらんとか、そういう方が結構おられる思うんですよね。

そういう方は放棄地になってしまうんで、その辺をどうにか行政のほうが、例えば農地

バンクとか、そういうのをやってる思うんですけど、その辺の取り組みをもうちょっと

ちゃんとして、市民にアピールするとかして、耕作放棄地をなくす、その辺もちょっと

考えなけりゃいけない思うんですが、農地バンクいうのは、あれはどういうぐあいにな

っとんですか。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  農地の貸し借りにつきましては、農地中間管理機構を御

利用いただいて対応しております。しかしながら、先ほどもおっしゃったように、農地

バンクの確立がまだまだできておりませんので、借りたい人と貸したい人のマッチング

がなかなか思うように進んでいないと、そういうのが現状でございます。 

 今後は中長期的な視点で、貸したい、貸してもよい、あるいは売りたい、そういった
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農地のリスト化を進めまして、地図に落として見える化し、公表するように考えており

ます。そして、マッチングしやすい環境を整備していこうと、そういうふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  やはり耕作放棄地を少しでも減らすいうことは、その農地が

誰のかいうことを行政のほうがしっかり管理して、また、今言われたように、貸したい

人、今度は借りて、そこをつくりたい人をうまいことマッチングさす方法を早目に見つ

けて、これはやらにゃいけん思うんですがね、その辺はどう思われますか。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  実は、微力ではありますけれども、農地の集積、流動化

に取り組んでおりまして、例えば、沖地区でこのたび農地集積を実際やってみたんです

ね。そうすると、３割、４割程度の人が貸してもいいよと。大体３割ぐらいはまだ使っ

てらっしゃいます。あと残りは、売りたいとか、まだ考えてないとか、そういうことな

んですけれども、私感じたのは、現在耕作してらっしゃる３割の方も、あと５年先、１

０年先ってやってらっしゃるかなと思ったら、これもちょっと難しくなってきて、もっ

ともっと耕作放棄地がふえていくということが大体わかってきたんですね。そしたら、

もう遅いと言われるかもわかりませんけれども、今からでもしっかりそういった集積、

情報収集に努めまして、次の担い手を探していくいうこともそうですけれども、そうい

ったことにつなげていきたいと、そういうふうに考えております。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  やはり行政がしっかり農地を管理するいうこと、それから、

その土地を誰が持っとるいうことをやってください。 

 それから、その農地を誰がどこへ持っとるかいうことを行政がしっかり管理するいう

ことと、借りたい人、その農地を耕したい人、例えば、僕、鹿川なんですが、どうして

も近いとこをやりたいですけんね。そういう人、農地借りてやりたいいう人も把握して、

ここへ農地があると、誰かつくる人おりませんかというように、お互いひっつけるよう

な方法を考えてもらえれりゃ思います。その辺はよろしくお願いいたします。 

 それと、僕一番思うんが、農地が例えばあっても、今、この島はイノシシが多いいう

て、大変じゃろう思うんですね。何つくってもええことはない。つくっても、ごうばっ

かりして１つもええことない。ほんならせんほうがええじゃないか、ほんなら耕作放棄

地がふえる。何かええ野菜はないかいうたら、僕はいろいろ思うたんですが、僕はタマ

ネギじゃ思うとんですね、つくるなら。何でタマネギじゃいうか。イノシシが来んじゃ

ない。僕が思うんは、要は、イノシシが食べんものをこしらえりゃあ、労力少のうて、

収入が入ってくるんじゃないかな。 

 今一番は、農業は簡単に誰でも入れるような仕組みにせんにゃいけん思うんですよね。

その一番の仕組み、機械器具を、まだどうも、耕運機等、草刈り機、人間が乗って運転

して草刈るとか、平らなところじゃないと借りられんとかいうんはあるんですけど、そ

ういうのを行政が僕は用意する必要がある思うんやね。 
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 それはどういうことかいうたら、イノシシをとっても埋めるんが大変じゃと。農地を

探せ、どこ埋めるんか、土地探してくれいうて、イノシシとるいうより、まずそれを探

しなさいと。機械はバックホーを買ってくれたと。これも安うないじゃろう思うんよね。

それと、今、竹林を整備するのに、竹をパウダーにする機械を、これも買ってくれとり

ます。市民誰でも使えるような仕組みになっとんよね。まだみんなが農業いうのは親し

みやすいんじゃけんね、もうちょっと耕運機でも、極端に言えば、あんまり大した金額

はしやせんのですけんね、そういうのを買うて、一般素人でも簡単に農業へ入れるよう

に、その辺を考えてほしいんですよね。そうすることによって、僕は農業が活性化する

思うんですよ。 

 それから、補助金の分もオリーブだけじゃのうて、僕はタマネギいうて思うんですが、

タマネギも、あれはあんまり手がかからんのですよ。１１月ごろ植えて、追肥１回か２

回やると。あとは、５月、６月ごろ、収穫になるんじゃがね。これを自分が一々とって

売るんじゃなくて、僕は農業の観光化、要は、できたら、例えば１つ２０円、市のほう

が１０円補助金出して１個３０円で売るとか、僕はそういうことを考えてもええ思うん

よね。オリーブのまちじゃけん、それなんですが、オリーブに８割補助金出す。例えば

タマネギ１個１０円補助金出して、タマネギ１個２０円で販売すると。１人２０個まで

ですよいうたら、２０個４００円払や２０個持って帰られるんよね。それ２０個に対す

る市の補助金が１０円いうことは、２００円じゃね。それ、タマネギも例えば１０万個

こしらえよう思ったら、こりゃ大ごとで。ほんなら大した金額じゃのうて、放棄地がさ

ばけると。 

 それから、今、僕はちょうどきのう、藤三行って見てきたんじゃがね、タマネギ３つ

で今、藤三は１５０円ぐらいしよったよね。やっぱりお客が買いに来るいうたら、この

島へ人が来てくれるいうことは、江田島行きゃタマネギを２０個とっても４００円じゃ

ないの。農業する人は３０円入ってくるんじゃけん、別に関係ないが。まちの人は、ほ

んなら、そうじゃったら得じゃないんかのいうような、遠くても得じゃないんかの、遊

びに行ってみようや、子供、家族で行きゃあ、４人おりゃ８０個とれるんじゃないんか

いうて、自分が実際に畑入ってとってもらう。そういうことも僕は考える必要があるん

じゃないか思う。 

 とにかく、農業やる人が手間をかけずに収入になるというぐあいに、ちょっと方向転

換で考える必要があるんじゃなかろうか思います。その辺、泊野部長どう思われますか。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  例えばタマネギを使ったもぎ取り農園、そういったもの

を観光につなげるといったようなことでよろしいでしょうか。 

 本市は、広島市や呉市からほど近く、車や船を使って、あるいは、サイクリングで来

ることができる身近なエリアだと思っております。 

 毎年、江田島の切串地区では、キュウリのもぎ取り体験やジャガイモ掘り、地鶏の卵

拾い等ができます。そうした地産地消まつりを開催して、市内外から多くの方が訪れて

おります。このほかにも、４月にはイチゴ狩り、９月にはイチジク狩りですね。１０月

はオリーブの収穫体験、そして１０月下旬からはミカン狩り、それぞれ季節に合わせた
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体験型の観光を提供できるような、そんなことになっております。 

 このように、本市の特性を生かした体験型観光というのは、民間の方が知恵を絞りな

がら実施していただいております。議員お考えのタマネギも今後の可能性を秘めている

と、そういうふうに考えておりますので、広がりを見せるものと、そういうふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  お願いします。僕が今希望したんは、地元の農業へ携わっと

る人に対して、また、定年になって今から百姓でもやってみようかねいうような人に対

して、入りやすいように機械を購入する。タマネギこしらえりゃ市が１０円助成してく

れるんじゃと、僕の思いを言わせてもらいよるだけなんですけんね。ほいで、耕作放棄

地を、オリーブだけじゃのうて、ほかのもんでも、今５割なんじゃが、６割、７割上げ

ていくとか、その辺を考えてほしいと思います。 

 続いて、今度は漁業に移ります。 

 漁業は、今、正直んとこ、自分１人でやりよるとか、夫婦でやりよるとかいうのは、

今大変じゃろう思うんですよね。何が大変かいうたら、魚がおらんのじゃけん、沖へ出

ても魚がおらんのじゃけん。ほいで、油だけはかかってくるよ。油たいて沖へ出る、魚

とれんのじゃけん。なら漁師さんはどうする。出んわいね。出ても銭ならんのじゃけん。

なら、漁協、漁師さんだけの問題じゃなかろう思うんよね。こういうときこそ行政が手

助けせんにゃいけん思うんよね。 

 今、一番僕が思うたんは、この漁師さんも観光のほうへ方向転換するというように、

行政のほうが助成を出すというぐあいにやりゃええ思うんですね。どういうことかいう

たら、要は、沖行っても銭にならんのんじゃけん、となると、沖に行っても銭になるよ

うな方法を考えるいうことよね。 

 なら、部長から聞いたんじゃが、江田島には遊漁船を今やられる人が１９人か、許可

をもろうとるみたいなんですね。いうことは、江田島には１１漁協あるんでしょう、今。

そこで１９いうことなんよね。ほんなら、割ったら各漁協に２名しかおらんいうことに

なるんよ。１０年、２０年前は、昔はすごく多かったんじゃ。それは、企業が遊漁いう

ようなことで、休みになったらお客さん連れて行ったりしよったけん、そうじゃったん

じゃが、今は時代が変わって、そういう人はまずおらんようになりましたね。企業で接

待で使うようなことはない。今の海は漁に行っても魚おらんのじゃけ、漁師さんが行っ

てとって売るいうのはまずだめ。いうことは、今度は方向転換して、お客を連れて行き

ゃ、おるおらんは関係なく、連れて行きゃ銭になるいう方法を考えるしかないじゃない。

何で魚が釣れんのにお客さん来るかいうたら、そうじゃないよね。今、まちの人は家族

で動いて、極端に言えば、僕の遊漁いうのはこういうことなんよね。お客を船に５人ぐ

らい乗せて、沖行って魚釣るんじゃないんよね。要は、江田島いうのは大都会広島市を

抱えとるんでしょう。周りは、僕のとこは一番大きい市場を抱えて、目の真ん前が江田

島じゃけん。そこには周りいろいろ島がいっぱいあるじゃない。うちから出よう思うた

ら、美能のほうから行きゃ奈佐美やね、大奈佐美、小奈佐美（絵の島）があるやろ。こ
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っち行きゃ、阿多田は島なんじゃが、阿多田ある。こっち来りゃ、今度は小黒、大黒神

島、深江の沖のほうは、ありゃ黒島かいね、黒島がある。ずっと回りゃ、大君のとこに

は引島があるじゃろ。引島いうのがあるわね。それから、切串の沖にも、あれは何いう

島だったかいね。切串と津久茂の間にある。要は、今の人は島へひょこっと渡って遊び

に行くいうことはあんまりやってないんよね。僕が遊漁いうのは、要は渡しなんよね。

そこで釣ってください、遊んでくださいいうようなことなんよね。今現実に、いかだで

いかだ釣りとか、いかだ渡して、朝９時ごろ連れて行って、ほいで３時ごろ迎えに行く。

そういうんも１つのあれなん。それで３，０００円、５，０００円もらえば、大概は漁

師さんも油を使うよりももうかるんじゃけん。今からそういうような方向へ持っていっ

てもらえばいいと思う。そのためには、今、遊漁やるのにどれぐらい費用かかるんです

か。遊漁船の許可とろう思うたら。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  全てを調べているわけではないんですが、私が知ってい

る部分で、鹿川にある大黒神島本舗さん、これ、１隻１日２万円。それから、何人かで

乗り合わせで行くときに、１人が乗る場合だったら５，０００円と、全てじゃないんで

すけれども、大体その辺の値段でやってらっしゃるんじゃないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  ありがとうございます。いや、僕が言うのはそうじゃなくて、

遊漁船の許可をもらうのにどれぐらいかかるんか。例えば５人の遊漁の許可をもらう場

合。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  すみません。遊漁船の登録費用は調べないとわかりませ

んけれども、船の検査を受けるのに、例えば１０人乗せるのに船の検査を受けます。年

間５万円ぐらいじゃなかったかと思うんですけど、幾らか値段がかかります。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  そういう分の補助、市がオリーブにすぐ僕はかけるんじゃけ

ど、そこへ出してもええんよ、出すな言うんじゃないんじゃが、そういうような、今、

漁師さんは生きるか死ぬかじゃけん。船を持っとんよ。１，０００万ぐらいかけて、そ

れ以上じゃろう思うんじゃがね。かけて、船を持って、沖で魚がおりゃ収入になるんじ

ゃが、それがならんのじゃけん。なら、船はあるんじゃけん、それ以外で商売できる方

法いうたら、僕が考えるのは遊漁しかなかったけん。その遊漁も市が宣伝するんよ。と

にかく江田島市が、とにかく釣り、海のこと、離島や無人島へ行きたいとか、極端に言

えば、黒神からテレビでようやりよるＤＡＳＨ島いうのが見えるんですよ。ＤＡＳＨ島

のほうへ行って釣りしませんかいうのを、とにかく江田島市が総力挙げて宣伝するんよ。

江田島行きゃどこでも連れてってくれる、釣りに連れて行ってくれる、無人島連れて行

ってくれる。そういうぐあいに考えんことには、住んどる人が元気ならん。その辺を考

えてやってもらえりゃ思うて、こういうような質問しました。 



 

－９１－ 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  今おっしゃるように、海を生かした釣りなどの体験とい

うのは、非日常的な体験であり、本市の魅力の１つであると、そういうふうに思ってお

ります。 

 先ほどもおっしゃったように、今現在、市内で観光遊漁船の許可を持っておられる方、

１９名ほどおられます。そして、渡し船とかそういった利用をされようと思えば、漁協

さんのほうに言ってもらえれば手配してくださるそうです。 

 そして、江田島市の修学旅行生の体験プログラムの中には、刺し網とか、タコつぼと

か、そして船釣り体験もできますので、登録していただければ民泊のほうも盛り上がる

と、そういうふうに思っております。 

 しかしながら、先ほどからおっしゃっているように、遊漁船や渡船などの観光漁業に

取り組むためには、漁船の検査を受けたり、それから保険を掛けたり、そして乗船者人

数分の救命胴衣を用意したり、初期投資に費用がかさむと、そういう事実がございます。 

 今おっしゃっているように、そういったことをしやすいように、需要と供給を調査し

ながら、そういった形の補助も考えてまいりたいと、そういうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  上本議員。 

○８番（上本一男君）  一応、私は、江田島市の基幹産業は農業であり漁業であると

思うんですよね。それへ新規に入ろうという人、今、江田島市の９，０００人、１万人

ぐらいが６５以上いうんなら、２０２５年まで、まだ１万人ぐらいなるはずじゃけんね。

となると、この人らを元気にせんことには、おる人を元気にせんにゃ、うちから発信せ

んにゃ人は寄ってこんもんですよね。じゃけん、その辺のことを思うて質問させてもら

いました。何かの参考になりゃ思うて言わせてもらいました。きょうはありがとうござ

いました。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、８番 上本議員の一般質問を終わります。 

 この際、暫時休憩いたします。１３時１５分まで休憩いたします。 

                           （休憩 １２時１５分） 

                           （再開 １３時１５分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２  報告第１１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２、報告第１１号 専決処分の報告について（市道宮

ノ原～幸ノ浦線道路災害復旧工事請負契約の変更について）を議題といたします。 

 直ちに提出者からの報告を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました報告第１１号 専決処分の報告につ

いて（市道宮ノ原～幸ノ浦線道路災害復旧工事請負契約の変更について）でございます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された市長の専決事項の指定に基づき
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まして、市道宮ノ原～幸ノ浦線道路災害復旧工事請負契約の変更について専決処分しま

したので、同条第２項の規定によりまして議会に報告するものでございます。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  それでは、報告第１１号につきまして御説明をいたしま

す。 

 議案書２ページに専決処分書を、３ページに参考資料を添付いたしております。 

 参考資料によりまして御説明いたしますので、３ページをお願いいたします。 

 １、契約の目的につきましては、変更はございません。 

 ２、契約金額でございます。契約金額は変更前が２億２，０８１万２，８００円で、

令和２年４月２８日に議決をいただいておりました。このたび契約金額を２億３，１６

８万８，５００円に変更するものでございます。 

 ３、契約の相手方及び４、工期につきましては、変更がございません。 

 変更の理由は、のり面保護工について、のり面の起伏が想定より大きいこと及び地山

とのすりつけ区間が必要になったことから、のり面整形と植生基材吹付工の面積約７５

０平米を追加したこと、植生基材吹付工の施工に当たり、高所への資材搬入が必要なこ

とから、モノレールの供用期間を約２カ月延長したため使用料を追加したこと、以上の

２点でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決処分年月日でございます。専決処分年月日は、令和２年８月１１日でございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、報告第１１号を終わります。 

 

日程第３  報告第１２号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第３、報告第１２号 令和元年度江田島市一般会計予算

の継続費精算に関する報告についてを議題といたします。 

 直ちに提出者からの報告を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました報告第１２号 令和元年度江田島市

一般会計予算の継続費精算に関する報告についてでございます。 

 地方自治法第２１２条の規定による継続費に関しましては、議案書５ページのとおり、

精算報告書を調製しましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定によりまし

て、これを議会に報告するものでございます。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  それでは、報告第１２号につきまして、議案書５ページ

の令和元年度江田島市一般会計継続費精算報告書により御説明をいたします。 

 このたびの継続費精算報告は、平成３０年度から令和元年度にかけて実施をいたしま
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した消防庁舎整備事業費の３事業でございます。 

 報告書の表をごらんください。 

 初めに、９款１項消防費、事業名、消防庁舎整備事業（消防本部（署）庁舎整備事業）

でございます。 

 全体計画の欄の年割額は、平成３０年が３億６，９４１万６，０００円、令和元年度

が７億５，１４０万５，０００円で、合計１１億２，０８２万１，０００円でございま

す。 

 中ほどの実績欄の支出済額は、平成元年度が３億６，９４１万５，８００円、令和元

年度が７億５，１４０万４，９６０円で、合計１１億２，０８２万７６０円でございま

す。 

 次に、消防庁舎整備事業費（高機能消防指令センター整備事業）でございます。 

 全体計画の欄の年割額は、平成３０年度が６，２８５万円、令和元年度が１億２，５

０７万円で、合計１億８，７９２万円でございます。 

 中ほどの実績欄の支出済額は、平成３０年度が６，２８５万円、令和元年度が１億２，

５０７万円で、合計１億８，７９２万円でございます。 

 次に、消防庁舎整備事業費（能美出張所庁舎整備事業）でございます。 

 全体計画の欄の年割額は、平成３０年度が１億６５０万円、令和元年度が２億２，４

８３万９，０００円で、合計３億３，１３３万９，０００円でございます。 

 中ほどの実績欄の支出済額は、平成３０年度が１億５０７万３，６００円、令和元年

度が２億２，６２６万５，０００円で、合計３億３，１３３万８，６００円でございま

す。 

 各事業におけます全体計画に対する実績額との比較は、それぞれ表のとおりでござい

ます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、報告第１２号を終わります。 

 

日程第４  報告第１３号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第４、報告第１３号 令和元年度決算に基づく健全化判

断比率及び資金不足比率に関する報告についてを議題といたします。 

 直ちに提出者からの報告を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました報告第１３号 令和元年度決算に基

づく健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

よりまして、令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を、監査委員の

審査意見書を付し、議会に報告するものでございます。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 
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○総務部長（山本修司君）  それでは、報告第１３号につきまして、別冊となってお

ります令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書により御説明を

いたします。 

 別冊となっております報告書の第１ページをお願いいたします。 

 １、令和元年度健全化判断比率報告書でございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によりまして、健全化

判断比率を次のとおり報告するものでございます。 

 報告する指標は４点でございます。 

 （１）の総括表におきまして、区分ごとにその数値をお示ししております。 

 １番目にございます実質赤字比率、２番目の連結実質赤字比率につきましては、赤字

額がなかったことから、「－」で表記をいたしております。３番目の実質公債費比率は

６．２％、４番目の将来負担比率は２３．４％でございます。 

 表の３段目、４段目にお示ししております早期健全化基準、財政再生基準の基準値以

内にどの指標もおさまっております。 

 この決算に基づきます４つの指標値のうち、いずれか１つでも早期健全化基準以上に

なりますと、早期健全化団体となりまして、また、将来負担比率を除く３つの指標値の

いずれか１つでも財政再生基準以上になりますと、財政再生団体となるものでございま

す。 

 また、２ページには実質赤字比率の算定根拠を、３ページには連結実質赤字比率の算

定根拠を、４ページには実質公債費比率の算定根拠を、５ページには将来負担比率の算

定根拠をお示ししております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 続きまして、２、令和元年度資金不足比率報告書でございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定によりまして、資金

不足比率を次のとおり報告するものでございます。 

 （１）総括表におきまして、区分ごとにその数値をお示ししております。 

 地方公営企業法適用企業で、水道事業会計、下水道事業会計の２会計がございます。

いずれの会計も資金不足額がございませんので、「－」と表記しております。 

 地方公営企業法非適用企業は、宿泊施設事業特別会計、交通船事業特別会計及び地域

開発事業特別会計の３会計がございます。この会計につきましても、資金不足額がござ

いませんので、「－」と表記しております。 

 それぞれの会計の資金不足比率が経営健全化基準２０％を超えますと、その公営企業

につきましては、早期健全化計画の策定、個別外部監査などが求められることになりま

す。 

 また、７ページには地方公営企業法適用企業の算定根拠を、８ページ、９ページには

地方公営企業法非適用企業の算定根拠をお示ししております。１０ページには参考とい

たしまして、各指標の対象範囲をお示ししております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、報告第１３号の報告を終わります。 
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 先ほど報告のあった報告第１３号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率に関する報告については、監査委員の意見が付されていますので、監査委員か

らの報告を求めます。 

 それでは、三浦代表監査委員に入場していただきます。 

（代表監査委員 入場） 

 三浦代表監査委員、登壇願います。 

○代表監査委員（三浦和英君）  監査委員の三浦でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について御報告

いたします。 

 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の審査を、去る８月１２日

から８月２４日までの間、その算定の基礎となる事項を記載した書類の精査、照合を行

うとともに、担当職員から説明を求めて慎重に行いました。 

 その結果、令和元年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類並びに令和元年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類は、いずれも適正に作成しているものと認められました。なお、審査

意見書をお手元に配付しておりますので、ごらんいただきますようお願いいたします。 

 以上、報告いたします。 

○議長（吉野伸康君）  ここで三浦代表監査委員には退席していただきます。 

（代表監査委員 退席） 

 これをもって、監査委員の審査意見報告を終わります。 

 以上で、報告を終わります。 

 

日程第５  同意第３号 ～ 日程第１３  同意第１１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第５、同意第３号 農業委員会の委員の任命につき同意

を求めることについてから日程第１３、同意第１１号 農業委員会の委員の任命につき

同意を求めることについてまでの９議案を一括議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま一括上程されました同意第３号から同意第１１号ま

での農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてでございます。 

 現行の農業委員会の委員の任期が令和２年１０月３１日で満了となりますことから、

山田隆見さんを初めとする９人を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。 

 これらの方々は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができ

る方々でございます。 

 以上、９件につきまして御同意を賜りますよう、何とぞよろしくお願いをいたします。 
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○議長（吉野伸康君）  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 本９案に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本９案は、こと人事に関することでありますので、討論を省略し、直ちに起立による

個別採決を行います。 

 初めに、同意第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第４号についてを採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定しました。 

 次に、同意第５号についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定しました。 

 次に、同意第６号についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第７号についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第８号についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第９号についてを採決します。 
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 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定しました。 

 次に、同意第１０号についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第１１号についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

 

日程第１４  議案第５９号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１４、議案第５９号 市有財産の処分についてを議題

といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第５９号 市有財産の処分につ

いてでございます。 

 旧切串中学校跡地を処分することにつきまして、地方自治法第９６条第１項第８号及

び江田島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の

規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、企画部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  それでは、議案第５９号 市有財産の処分について御説

明いたします。 

 議案書の２６ページをお願いいたします。 

 まず、１の財産の内容です。財産の種類は土地、旧切串中学校跡地になります。地番

は江田島市江田島町切串一丁目１０２１０番８、地積は１万２，９７７．１２平方メー

トル、地目は宅地となっております。 

 ２の売却価格は９，０９２万３，０００円。 

 ３の売却の相手方は、広島市東区上大須賀町１番１号、広成建設株式会社 代表取締

役 半田真一となっております。 

 なお、参考資料として、２７ページに位置図と、２８ページに地方自治法及び江田島

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の関係部分を抜粋
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したものを添付しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５  議案第６０号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１５、議案第６０号 江田島市立学校施設使用条例の

一部を改正する条例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６０号 江田島市立学校施設

使用条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

 旧切串中学校跡地の売却に伴いまして、その敷地内にある切串小学校プールを廃止す

るため、現行条例の一部を改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、教育次長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  ただいま上程されました議案第６０号 江田島市立学校

施設使用条例の一部を改正する条例案について説明いたします。 
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 提案理由につきましては、先ほど市長が説明いたしましたとおりでございます。 

 議案書３０ページに改正条文を、３１ページに参考資料として新旧対照表を添付して

おります。 

 議案書３１ページの参考資料をごらんください。 

 現行、別表第１、学校プールの項中から「切串・」を削るというものでございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 附則として、「この条例は、公布の日から施行する。」としております。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６  議案第６１号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１６、議案第６１号 江田島市オリーブ園設置及び管

理条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６１号 江田島市オリーブ園

設置及び管理条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

 施設の利用を終了した場合等における原状回復義務を免除することができる規定を設
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けるため、現行条例の一部を改正する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、産業部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  それでは、議案第６１号 江田島市オリーブ園設置及び

管理条例の一部を改正する条例案について説明いたします。 

 ３３ページに改正する条例案を、３４ページに条例案の新旧対照表を、３５ページに

参考資料を添付しております。 

 ３５ページの参考資料により説明をいたします。 

 １、改正の趣旨です。現状として、江田島市オリーブ園（以下「施設」という。）の

利用者が施設の利用を終了した場合等においては、利用者に原状回復義務が課せられて

おります。しかしながら、施設にオリーブが植栽され、成木に育った状態においては、

原状回復するよりも、その立木を活用したほうが施設の効用を高めることができます。

このような状況において、必要に応じて原状回復義務を免除できるように、所要の規定

の整備をするものです。 

 ２、改正の内容です。施設の設置目的を達成する上で、市長が特に必要と認めるとき

は、原状回復義務を免除することができる規定を設けます。 

 ３、施行期日は、公布の日からです。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  １点質問させてください。このたび条例改正ということで

ありますけども、条例つくったのが平成２４年ということで、８年前ということになり

ます。もともと私も、今回付け加えるものは当初そうすべきであったのかなというふう

にも思っておるんですけども、このたび、要は、これをつくられたということは、平成

２４年に例えば３年生の苗を植えたときに、８年たてば１１年生と、成木になりますと。

そういった意味では、将来的にこういうことがあってはいけませんけども、そういった

企業さんがもし仮に撤退した場合に、今の園地を有効活用するために、改めてこのたび

これをつけたほうがいいという判断で改正ということでよろしいですね。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  議員のおっしゃるとおりでよろしいと思います。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７  議案第６２号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１７、議案第６２号 令和２年度江田島市一般会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６２号 令和２年度江田島市

一般会計補正予算（第４号）でございます。 

 令和２年度江田島市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億３，９６８万２，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９１億９，８７８万８，０００円とす

る。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 内容につきましては、総務部長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  それでは、議案第６２号につきまして、歳入歳出補正予

算事項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書の２０、２１ページをお願いいたします。 



 

－１０２－ 

 初めに、歳入からでございます。 

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費国庫負担金は、本年、令和２年

７月の長雨により発生いたしました土木施設災害復旧事業費の増に伴います災害復旧費

負担金の増額補正でございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、戸籍情報システム改修事業補助金の補助

率変更に伴います組み替え及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、社

会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額補正でございます。 

 ２目民生費国庫補助金は、児童養護施設などの生活向上のための環境改善費補助金の

減額補正でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金は、母子保健衛生費国庫補助金の増額補正でございます。 

 ６目教育費国庫補助金は、小中学校におきまして実施します感染症対策支援事業及び

学習保障支援事業に伴います学校保健特別対策事業費補助金の増額補正でございます。 

 ８目消防費国庫補助金は、消防団設備整備費補助金の増額補正でございます。 

 ２２、２３ページをお願いします。 

 １６款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金は、児童養護施設などの生活向

上のための環境改善費補助金及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額

補正でございます。 

 ８目商工費県補助金は、サテライトオフィス誘致事業に伴いますチャレンジ・里山ワ

ーク拡大事業補助金の増額補正でございます。 

 ９目災害復旧費県補助金は、本年、令和２年７月の長雨により発生いたしました農業

施設、林道施設、土木施設災害に伴います災害復旧費補助金の増額補正でございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金は、国勢調査委託金の減額補正でございます。 

 １９款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は、財源調整のための基金

繰り入れの減額補正でございます。 

 ２４、２５ページをお願いいたします。 

 ２１款諸収入、５項４目雑入は、会計年度任用職員の社会保険料個人徴収金の減額補

正でございます。 

 ２２款１項市債、２目民生債は、子育て支援センター周辺整備工事の増額に伴います

一般単独事業債の増額補正でございます。 

 ６目土木債は、一般単独事業債と公共事業債の組み替え及び公営住宅建設事業債の増

額補正でございます。 

 ８目教育債は、小学校トイレ改修事業の増額に伴います過疎対策事業債の増額補正で

ございます。 

 ９目災害復旧事業債は、７月の長雨により発生いたしました、農業施設、林道施設、

土木施設災害に伴います土木施設災害復旧事業債及び農林水産施設災害復旧事業債など

の増額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 今回の歳出補正予算の主なものは、新型コロナウイルス感染症対策に係る費用、災害

復旧事業費、児童福祉施設及び小学校などの施設整備費などを計上しております。 
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 また、人件費につきましては、本年４月の人事異動などに伴います、給料、職員手当

などの組み替え補正及び会計年度任用職員の雇用状況に伴います人件費の補正を各款・

項・目におきまして計上をしております。 

 その内容及び合計につきましては、７２ページからの給与費明細書にお示しをしてお

ります。 

 それでは、人件費関係を除きます主な補正につきまして御説明をいたします。 

 ２６、２７ページから２８、２９ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、人事管理事業費で、新型コロナウ

イルス感染症により休止となった職員研修に伴います旅費、研修負担金の減額補正を、

庁舎維持管理事業費で本庁トイレ修繕費などの増額補正を計上しております。 

 ３０、３１ページをお願いします。 

 ５目財産管理費は、財産管理事業費で、旧大君保育園の遊具点検委託料及び普通財産

水路の修繕工事の増額補正でございます。 

 ７目情報政策費は、新型コロナウイルス感染症予防対策に伴いますウエブ研修、ウエ

ブ会議に対応するための工事請負費の増額補正でございます。 

 ８目交流促進費は、交流定住促進事業費で、移住相談などの増に伴います定住促進事

業補助金の増額補正でございます。 

 ３２、３３ページをお願いします。 

 １２目安全対策費は、新型コロナウイルス感染症対策としまして、避難所物品の備蓄

倉庫及び避難所トイレ整備工事費などの増額補正でございます。 

 このページ下段から、３４、３５ページをお願いいたします。 

 １３目市民センター費は、能美市民センター渡り廊下の雨漏り防水修繕料及びみたか

ゲートハウスの開設に伴います清掃委託料の増額補正でございます。 

 ３６、３７ページをお願いします。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、戸籍附票システムなどの改修に伴います改修事業委

託料の増額補正でございます。 

 ３８、３９ページをお願いします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計の補正

伴います繰出金及び生活困窮者自立支援事業費で、生活困窮者臨時特別給付金の増額補

正でございます。 

 このページ下段から、４０、４１ページをお願いいたします。 

 ３目老人福祉費は、老人集会所等管理運営事業費で、修繕料の増額補正及び介護保険

（保健事業勘定）特別会計の補正に伴います繰出金の減額補正でございます。 

 このページ中段から、４２、４３ページをお願いします。 

 ２項児童福祉費、３目保育施設費は、認定こども園おおがきの廊下ガラス戸取りつけ

工事費などの増額補正及び新型コロナウイルス感染症対策に伴います備品購入費の増額

補正でございます。 

 このページ下段から、４４、４５ページをお願いいたします。 

 ４目児童福祉施設費は、子育て世代包括支援センター周辺整備工事及び児童館などの
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児童福祉施設への消毒液等購入のための増額補正でございます。 

 ４６、４７ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目母子保健費は、新生児特別定額支援金の増額補正

でございます。 

 ５目保健センター費は、新型コロナウイルス感染症対策としまして、臨時的避難所の

位置づけとなります能美保健センター修繕料の増額補正でございます。 

 ４８、４９ページをお願いします。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費は、農業保険掛金助成補助金の増額

補正でございます。 

 ５０、５１ページをお願いいたします。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費は、水産業振興対策事業費で、漁船保険料補助金、

漁業共済掛金助成補助金の増額補正を、水産業施設維持管理事業費で、漁船係留施設の

修繕工事費の増額補正をそれぞれ計上しております。 

 ５２、５３ページをお願いいたします。 

 ７款１項商工費、２目商工業振興費は、商工業振興対策事業費で、実績見込みに伴い

ます広島県感染拡大防止協力支援金負担金の減額補正及び市がんばる商工業等支援金の

増額補正を、サテライトオフィス等整備事業費で、サテライトオフィス誘致施設の整備

に伴います委託料及び工事請負費の増額補正を計上しております。 

 このページ下段から、５４、５５ページをお願いいたします。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路維持費及び３項河川費、１目河川維持改

良費並びに２目砂防費は、財源更正でございます。 

 ５６、５７ページをお願いいたします。 

 ６項住宅費、１目住宅総務費は、実績見込みに伴います空き家等活用推進補助金の増

額補正でございます。 

 また、３目住宅建設費は、財源更正を行っております。 

 ５８、５９ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費、２目非常備消防費は、小型動力ポンプ付消防車の寄贈に伴います登

録費用などの増額補正でございます。 

 このページ下段から、６０、６１ページをお願いいたします。 

 １０款教育費、１項教育総務費、３目教育振興費は、新型コロナウイルス感染症対策

に伴います消毒液など、予防対策物品購入費の増額補正でございます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費及び次の６２、６３ページの３項中学校費、１目学校

管理費は、新型コロナウイルス感染症予防対策物品などの購入費及び施設修繕料などの

増額補正でございます。 

 ６６、６７ページをお願いいたします。 

 ４項社会教育費、８目環境館費は、新型コロナウイルス感染症対策に伴いますさとう

み科学館のトイレ改修工事費などの増額補正、里海学習推進事業費で、デジタルコンテ

ンツ開発用備品購入費の増額補正でございます。 

 ６８、６９ページをお願いいたします。 
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 １１款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、２目農業施設災害復旧費及び３目

林業施設災害復旧費は、本年、令和２年７月の長雨により発生した災害に伴います災害

復旧費の増額補正でございます。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 ２項１目土木施設災害復旧費は、本年、令和２年７月の長雨により発生した災害に伴

います災害復旧費及び平成３０年７月豪雨災害復旧事業に伴います水道移設補償金の増

額補正でございます。 

 １３款諸支出金、２項１目公営企業費は、下水道事業会計の補正に伴います繰出金の

組み替え補正でございます。内訳の組み替えのため、補正額はゼロとなっております。 

 予算書５ページにお戻りください。 

 第２表 債務負担行為補正でございます。 

 追加としまして、ＡＥＤリース（子育て支援センター・津久茂児童館）等の２件をお

願いしております。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 第３表 地方債補正でございます。 

 追加としまして、公共事業等債の土木施設災害復旧事業などの４件をお願いしており

ます。 

 また、廃止としまして、公共事業等債の急傾斜地崩壊対策事業で、急傾斜地崩壊対策

事業県負担金の１件をお願いしております。 

 続きまして、７ページをお願いします。 

 変更としまして、公営住宅建設事業債など、５件をお願いしております。 

 なお、事項別明細書の７２から７４ページに給与費明細書、７５ページに債務負担行

為の支出予定額等調書、７６ページに地方債現在高の見込みに関する調書をお示しして

おります。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 胡子議員。 

○１３番（胡子雅信君）  ３点教えていただきたいと思います。 

 まず、事項別明細書の３１ページなんですけども、地域おこし協力隊の事業費という

ことで、減額２６０万円という数字があります。これがどういったことでこのたび減額

になるのか。地域おこし協力隊隊員報酬２６０万、これがどういった原因で減額するの

かということです。 

 それと、あと４５ページなんですけども、子育て支援センター運営事業費のところで、

先ほど工事請負費のところで、周辺工事、恐らくにこにこハウスの周辺工事だと思うん

ですけども、どういった工事の内容なのか、この点を教えてください。 

 それと、あと５３ページのサテライトオフィス等整備事業費ということで、５，２８

７万９，０００円ということであります。これは、今回、新たにバレット社が来るもの
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の部分と、一方で４階の能美市民センターの改修のところの部分が入ってくると思うん

ですね。私もこれはすごくいい事業だと思いますし、改修した以上は来ていただかなく

ちゃいけないと目的が達成できません。そういった場合、サテライトオフィスに来てい

ただく場合の企業側の何かメリットのあるような補助メニューがあって初めてワンセッ

トなのかなというふうに思っておるんですけども、今後、そういった奨励的なものも検

討されているのかどうか。今、５，０００万以上かけてつくるに当たって、必ず来てい

ただくための何がしかの誘致策というのがあるのか、その点を教えてください。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  ４５ページの周辺工事についてでございます。 

 今回の補正で計上させていただきました工事請負費は、周辺工事として当初予算で１，

０００万円を計上させていただいておりました。これを２，０００万円増額して、合計

３，０００万円の工事をするものでございます。 

 これを当初予算でお示しはしておりますけれども、センター前の南側の部分、入り口

付近の部分につきまして、遊具とか駐車場を整備するものでございまして、その一部と

して当初予算に乗せてきておったわけですけれども、１，０００万円程度ですから、フ

ェンスであるとか、土地の地盤がちょっと斜めになっていますので、そこの改良とか、

その程度しかできなかったものを、今回２，０００万をふやすことによりまして、駐車

場の整備と遊具を設置したいと考えております。これは、今回、コロナウイルスで遠く

に行かれなかった子たちもおるということで、子育て包括支援センターは屋内では遊ぶ

ことはできますけど、屋外のところがないので、そこもあわせて、今回一気にやってし

まおうということでの増額補正でございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  事項別明細書の３１ページ、地域おこし協力隊に係る減

額補正に関することです。 

 これは、当初予算では５人分の人件費を計上しておりました。そのうちオリーブ栽培

技術指導員の方が更新しなかった、このことによって精算をさせていただいた、算定期

間中の精算によるものです。 

 それから、５３ページのサテライトオフィス等整備事業費、議員御指摘のとおり、バ

レットグループの参入に伴いまして、３階部分については今年度中もそのまま貸し出し

を進めております。 

 今回、補正を提案させていただきましたのが４階部分、４階部分を事務所にするため

の整備事業費となっております。企業の方、当然参入していただかないと、この５，０

００万が全く無駄なものになってしまうということは重々承知しておりますので、その

あたりの支援については、県の支援もございます。江田島市の支援もございます。雇用

を何人すれば支援金をお支払いするというような制度を拡充しておりますので、そのあ

たりは十分に適用していきたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  酒永議員。 
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○７番（酒永光志君）  それでは、３３ページの防災事業費でございますが、工事請

負費として３，９８２万９，０００円、防災備蓄倉庫と避難所トイレ等の工事と先ほど

聞きましたけれども、この内訳はどのようになっておりますでしょうか、お聞きします。 

 次に、５１ページですが、漁船保険料補助金と漁業共済掛金助成補助金が計上されて

おります。大変ありがたいことだと思うんですけれども、漁船保険料補助金については、

当初２，１５０万円、漁業共済掛金助成補助金につきましては７３５万円、当初予算で

計上されております。このたび、合計で７１３万円の増額ということになるんですが、

歳入費目の中に国庫支出金で７１３万円というのが入っております。これがその財源に

なると思うんですが、この国庫支出金は歳入費目はどちらのほうに上がっておるんでし

ょうか、お聞きします。 

 それと、漁船保険料、漁業共済とも、当初に７１３万円のほうを上積みで増額補助と

いう考え方でよろしいんでしょうか。 

 それともう１つ、５３ページ、先ほど質問もありましたサテライトオフィス等整備事

業でございます。工事請負費で４，４８２万４，０００円と計上されております。設計

委託料４４０万円と計上しております。内容は４階のオフィスの整備だろうと思うんで

すけれども、面積が８５．６平方メートルと先般の全員協のときに説明を受けておりま

す。若干ですが、この４，４８２万４，０００円という額がちょっと大き過ぎるんじゃ

ないかというように感じるんですが、ここらあたりの説明をお願いします。以上、お願

いします。 

○議長（吉野伸康君）  江郷危機管理監。 

○危機管理監（江郷壱行君）  事項別明細書３３ページの防災事業費、工事請負費３，

９８２万９，０００円の内訳です。避難所生活用のトイレ、この工事費が２，７１６万

９，０００円、続いて備蓄倉庫１，１８３万６，０００円、それともう１個、防火水槽

の撤去、これが８２万４，０００円、この３つを合わせて３，９８２万９，０００円で

ございます。 

 以上です。 

○議長（吉野伸康君）  泊野産業部長。 

○産業部長（泊野秀三君）  ５１ページの水産業振興対策事業費の漁船保険料、それ

から、漁業共済掛金の補助金の増額補正でございます。 

 これは、全協のときに御説明いたしました新型コロナウイルス感染症に対する農林水

産業共済等支援事業で行うものです。これは、既にもともと漁船保険、それから、漁業

共済保険については予算でありましたけれども、いろいろ漁業者の声を聞きましたら、

収入がやっぱり各段に落ちていると。それに対して、なかなか漁船保険とか拾えない部

分もあったりするということで、また加入の促進も含めて、漁業経営の安定にはそうい

った漁船保険、漁獲共済、そういったものに加入をしてもらいたいという、その加入促

進も含めた意味で、ここに増額補正をさせていただきました。 

 財源につきまして、臨時調整交付金ですか、地方創生交付金、そちらのほうで充てら

れるものと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（吉野伸康君）  山本総務部長。 

○総務部長（山本修司君）  財源について補足説明をさせてください。 

 事項別明細書の２０、２１ページをお開きください。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金のうち、説明欄のところ

にございます新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これが今回歳入で１

億１，３７８万７，０００円を計上させていただいております。 

 これは、これまで１次内示、２次内示が交付金でございました。１次の内示額が１億

４，１１４万１，０００円、２次の内示額が４億２，５３６万２，０００円で、内示額

の合計が５億６，６５０万３，０００円、これだけ臨時交付金の内示を今いただいてお

るところでございますが、今回、そのうち１億１，３７８万７，０００円を歳入として

計上させていただいております。 

 これまで、補正額、専決処分と、６月、８月に補正をいただきまして、この内示をい

ただいたもののうち５億６，２８８万３，０００円を予算計上、事業化をさせていただ

いておりますので、内示をいただいたもののうち、残る充当残が３６２万ほど残ってお

ります。あと国が予備費で１０兆円を計上していただいておりますので、本市としまし

ては、事業の継続に対して３次補正をお願いしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  事項別明細書５３ページ、２目商工業振興費のうち、サ

テライトオフィス等整備事業の中の工事請負費が面積に対して工事費が高いんじゃない

かというような御指摘でございました。その工事内容について説明させていただきます。 

 まず、今、現状の別館４階は書庫になっておりまして、その書庫の公文書を能美市民

センターの車庫の２階にあります書庫、こちらに移す予定です。この車庫の２階の書庫

が大変古く傷んでいるので、ここらあたりの防水処理工事、それから内装等を整備する、

その上で文書を移した後、初めて別館４階の工事に着手できる。この際にやる工事が床

の改装、ＯＡフロアですね。それから、エアコンを今設置しておりませんので、エアコ

ンの整備。それから、トイレが男女共用となっておりますので、これを別にする。それ

から、内装工事、電気工事、このあたりを含めて４，４８２万４，０００円の要求とな

っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  酒永議員。 

○７番（酒永光志君）  ５３ページの関係なんですけれども、４階書庫の公文書を移

設、駐車場の上の倉庫に移設するとあります。書庫の整備費も入っておるということで

すね。それは幾らぐらいになるんでしょうか。 

○議長（吉野伸康君）  奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  ただいま個別の積算を持ち合わせておりませんので、後

ほど回答させてください。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  １点ほどお聞きいたします。６７ページの１０款教育費、
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４項の社会教育費の８目環境館費、これはさとうみ科学館だと思うんですが、工事請負

費３１０万円となっておるんですが、これの内容と、それから、６６ページに今回の補

正が３８７万１，０００円で、特定財源が３９７万１，０００円になっとる。補正額よ

り国費のほうが多いんですが、ここらの関係を教えてほしいんですが。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  ６７ページ、さとうみ科学館の工事請負費でございます

が、これもこの前の全協でちょっと説明しましたように、トイレの洋式化でございます。

各階１つつくっていくということでございます。 

 それと、この国庫支出金、今回、全部、一番上の区分９の旅費がマイナス１０万円と

なっております。それを全体額から引いたものが３８７万１，０００円、残りの需用費、

工事請負費、備品購入費、これを足したものが３９７万１，０００円、マイナス１０万

円しますので、補正額は１０万円マイナスになっているということでございますけど、

よろしいでしょうか。 

○議長（吉野伸康君）  山本秀男議員。 

○１２番（山本秀男君）  わかりました。要するに、補正額より国費、コロナ分が１

０万円ほどふえたということでええんですよの。 

○議長（吉野伸康君）  小栗教育次長。 

○教育次長（小栗 賢君）  いえ、今回のこの需用費以降のもの全部足したものが３

９７万１，０００円、いわゆる国費、国庫支出金と全く一緒でございます。だから、補

助としたら１００％。ただ、全体では、この旅費、いわゆる通勤手当１０万円分を引い

たものが補正額ということになるので、１０万円マイナスした３８７万１，０００円。

ですから、国費は全額、今回のはついているということでございます。 

○議長（吉野伸康君）  ほかに質疑ありませんか。 

 奥田企画部長。 

○企画部長（奥田修三君）  すみません。先ほど酒永議員より質問のあった車庫２階

の工事に関する工事費がどのぐらいかということなんですが、４８９万円を予定してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、暫時休憩いたします。１４時４０分まで休憩します。 

                           （休憩 １４時２８分） 

                           （再開 １４時４０分） 

○議長（吉野伸康君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第１８  議案第６３号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１８、議案第６３号 令和２年度江田島市国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６３号 令和２年度江田島市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 令和２年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７５万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３６億３，３７５万円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第６３号につきまして、歳入歳出補

正予算事項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書の８０ページ、８１ページをお願いいたします。 

 このたびの補正予算は、４月の人事異動などに伴う職員給与費等の増減を行うもので

ございます。 

 初めに、歳入からでございます。 

 ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金の減額補正でございま
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す。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ８２ページ、８３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費及び５款１項保健事業費、１目保健衛

生普及費は、人事異動に伴う職員手当や報酬の減額補正でございます。 

 なお、８４ページから８６ページには給与費明細書をお示ししております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９  議案第６４号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１９、議案第６４号 令和２年度江田島市介護保険

（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６４号 令和２年度江田島市

介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 令和２年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３０万８，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億２，８３０万８，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 内容につきましては、福祉保健部長から説明をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉野伸康君）  仁城福祉保健部長。 

○福祉保健部長（仁城靖雄君）  それでは、議案第６４号につきまして、歳入歳出補

正予算事項別明細書で御説明をいたします。 

 事項別明細書９０ページ、９１ページをお願いいたします。 

 このたびの補正予算は、４月の人事異動などに伴う職員給与費等の増減、また、令和

元年度事業の精算に伴う国への返還金につきまして、予算の補正を行うものでございま

す。 

 初めに、歳入でございます。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、中段の４款１項支払基金交付金及びその下、５款

県支出金、３項県補助金の地域支援事業交付金は、人事異動等に伴う職員給与費等の財

源更正によるものでございます。 

 このページ下段の７款繰入金、１項一般会計繰入金の地域支援事業繰入金も、そして、

次のページ、９２ページ、９３ページのその他一般会計繰入金も同様に、人事異動等に

よるものでございます。 

 ８款１項１目繰越金は、前年度繰越金の増額補正でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 今回の歳出補正予算の主なものは、昨年度、令和元年度の実績に伴います返還金でご

ざいます。 

 また、人件費につきましては、人事異動等に伴いますものですので、各款・項・目に

おきまして、それぞれ給与等を計上しております。 

 それでは、人件費関係を除く主な補正につきまして御説明をいたします。 

 ９６ページ、９７ページをお願いいたします。 

 最下段の７款諸支出金、２項償還金及び還付加算金、３目償還金は、令和元年度事業

実績の精算に伴います介護給付費交付金及び地域支援事業交付金の返還金でございます。 

 なお、１００ページから１０２ページには給与費明細書をお示ししております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０  議案第６５号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２０、議案第６５号 令和２年度江田島市水道事業会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６５号 令和２年度江田島市

水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  それでは、議案第６５号 令和２年度江田島市水道事業

会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 このたびの補正は、主に職員の人事異動に伴う人件費の補正と河川災害復旧工事に伴

う水道管移設の工事費などを補正するものです。 

 令和２年度江田島市水道事業会計補正予算書、１ページをごらんください。 

 第１条 令和２年度江田島市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条 令和２年度江田島市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものです。 

 まず、収入について。 

 第１款第１項営業収益を６９万円の増額補正を行いまして、第１款水道事業収益の補

正後合計額を８億２，７２９万円とするものです。 

 支出については、第１款第１項営業費用を４０万５，０００円の増額補正を行い、第
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１款水道事業費用の補正後合計額を７億８，７２０万５，０００円とするものです。 

 補正の内容につきましては、７ページの費目別内訳書をごらんください。 

 まず、上段（１）収益的収入及び支出の部、上段の収入については、水道事業収益の

第１項第２目受託工事収益として、関係部署から依頼があった木下川沿線の市道三吉是

長線道路災害復旧工事の水道管移設工事に伴う事務関連費の手数料６９万円を増額して

います。 

 また、下表の支出については、水道事業費用の第１項第４目業務費として、人事異動

に伴う給料や手当などの職員人件費を合わせて４０万５，０００円増額するものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条 当初予算第４条に定めた資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

 第３条本文の下段をごらんください。 

 まず、収入について。 

 第１款第４項工事負担金を５３１万円増額補正を行い、第１款資本的収入の補正後合

計額を１億３，２５１万円とするものです。 

 支出については、第１款第１項建設改良費を６００万円増額補正を行い、第１款資本

的支出の補正後合計額を３億６，６１０万円とするものです。 

 補正の内容につきましては、７ページの費目別内訳書をごらんください。 

 まず、中段（２）資本的収入及び支出の部、上段の収入について。 

 資本的収入の第４項第１目工事負担金として、関係部署から依頼があった木下川沿線

の市道三吉是長線道路災害復旧工事の水道管移設工事に伴う工事負担金５３１万円を増

額しています。 

 また、支出については、資本的支出の第１項第２目水道改良費として同様に道路災害

復旧工事に伴う水道管移設工事費６００万円を増額するものです。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条本文をごらんください。 

 当初予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億

３，２９０万円を２億３，３５９万円に増額し、補塡財源である当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額１，９４０万５，０００円を１，９９５万円に増額及び建設

改良積立金６，９８３万９，０００円を６，９９８万４，０００円に改め、補正するも

のです。 

 第４条 当初予算第６条に定めた職員給与費を４０万５，０００円の増額補正を行い、

１億３，３５０万６，０００円に改めるものです。 

 その他、実施計画は３ページに、キャッシュフロー計算書は４ページに、給与費明細

書は５ページから６ページに記載してあるとおりです。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１  議案第６６号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２１、議案第６６号 令和２年度江田島市下水道事業

会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま上程されました議案第６６号 令和２年度江田島市

下水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 内容につきましては、企業局長から説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  木下企業局長。 

○企業局長（木下 隆君）  それでは、議案第６６号 令和２年度江田島市下水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 このたびの補正は、主に職員の人事異動に伴う人件費の補正と処理場の維持管理委託

料の減額などの補正をするものです。 

 令和２年度江田島市下水道事業会計補正予算書１ページをごらんください。 

 第１条 令和２年度江田島市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条 令和２年度江田島市下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものです。 

 まず、収入について。 

 第１款第１項営業収益を５６万６，０００円の増額、第２項営業外収益を営業収益と

同額の５６万６，０００円の減額補正を行うもので、第１款下水道事業収益の合計額は
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１４億８，２５０万円で変更はありません。 

 支出につきましても、第１款第１項営業費用の費目間での増減はありますが、下水道

事業費用全体での変更はありません。 

 補正の内容につきましては、６ページの費目別内訳書をごらんください。 

 まず、収益的収入及び支出の部、下表、支出についてでございます。 

 下水道事業費用の第１項営業費用の第２目処理場費として、人事異動に伴う給料、手

当などの職員人件費は増額となりますが、処理場維持管理業務委託料の入札に伴う執行

残を減額し、合わせて１３３万５，０００円の減額補正を行います。 

 第３目普及促進費につきましても、給料や手当などの職員人件費の増減に伴い、１０

１万７，０００円の増額補正、第４目総係費につきましても同様に職員人件費の増減に

より３１万８，０００円の増額補正を行いまして、第１項営業費用の費目間での増減は

ありますが、第１款下水道事業費用の合計額は１４億８，５８０万円で変更はありませ

ん。 

 次に、上表の収入については、処理場費や普及促進費などの国の繰り入れ基準に基づ

いた交付税措置のある支出予算の補正に伴いまして財源の変更が必要となったことから、

一般会計負担金を５６万６，０００円増額し、同額の一般会計補助金を減額するもので

す。 

 第１款下水道事業収益の合計額に変更はありません。 

 １ページに戻っていただきまして、第３条 当初予算第８条に定めた職員給与費を６

６８万３，０００円の増額補正を行い、９，２０７万８，０００円に改めるものです。 

 第４条 当初予算第９条に定めた一般会計補助金について、２億９，６８１万５，０

００円から５６万６，０００円の減額補正を行い、２億９，６２４万９，０００円に改

めるものです。 

 その他、実施計画は２ページに、キャッシュフロー計算書は３ページに、給与費明細

書は４ページ、５ページに記載してあるとおりです。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２  議案第６７号 ～ 日程第３３  議案第７８号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２２、議案第６７号 令和元年度江田島市一般会計歳

入歳出決算の認定についてから日程第３３、議案第７８号 令和元年度江田島市下水道

事業会計決算の認定についてまでの１２議案を一括議題といたします。 

 直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  ただいま一括上程されました議案第６７号から議案第７８号

までの令和元年度江田島市各会計の歳入歳出決算の認定等についてでございます。 

 最初に、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、議案第６７号で一般会計、

議案第６８号で国民健康保険特別会計、議案第６９号で後期高齢者医療特別会計、議案

第７０号で介護保険（保険事業勘定）特別会計、議案第７１号で介護保険（介護サービ

ス事業勘定）特別会計、議案第７２号で住宅新築資金等貸付事業特別会計、議案第７３

号で港湾管理特別会計、議案第７４号で地域開発事業特別会計、議案第７５号で宿泊施

設事業特別会計、議案第７６号で交通船事業特別会計、これら１０の会計の歳入歳出決

算を監査委員の審査意見書及び関係書類を添えて議会の認定をお願いするものでござい

ます。 

 続きまして、地方公営企業法第３２条第２項の規定によりまして、議案第７７号で水

道事業会計決算に伴う剰余金を、剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、あわせて同

法第３０条第４項の規定によりまして、水道事業会計決算を監査委員の審査意見書及び

関係書類を添えて議会の認定をお願いするものでございます。 

 最後に、地方公営企業法第３０条第４項の規定によりまして、議案第７８号で下水道

事業会計決算を監査委員の審査意見書及び関係書類を添えて議会の認定をお願いするも

のでございます。 

 令和元年度の決算について、予算執行が合法的になされているか、その会計処理が適

正、確実に行われたかといった検証のほか、経理内容の適否、公営企業の運営等の審査

に熱心に当たられました三浦代表監査委員、上松監査委員に対しましては、厚く厚く敬

意を表する次第でございます。議会におかれましては、何とぞ御理解ある御審議をいた

だきまして、的確なる認定等を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして、議案第６７号から議案第７８号までの令和元年度江田島市各会計



 

－１１８－ 

の歳入歳出決算の認定等についての提案理由とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（吉野伸康君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 本１２議案については、監査委員の意見が付されていますので、監査委員からの報告

を求めます。 

 それでは、三浦代表監査委員に入場していただきます。 

（代表監査委員 入場） 

 三浦代表監査委員、登壇願います。 

○代表監査委員（三浦和英君）  令和元年度江田島市一般会計・特別会計歳入歳出決

算及び基金運用状況審査並びに令和元年度江田島市公営企業会計決算審査意見書につい

て御報告いたします。 

 令和元年度江田島市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査につきま

しては、去る７月１６日から８月２４日までの間、関係諸帳簿及び証拠書類等の調査な

どを行いました。また、令和元年度江田島市公営企業、水道事業、下水道事業の会計決

算につきましては、去る６月５日から８月２４日までの間、総勘定元帳、その他会計諸

帳票及び関係書類との照合など、通常実施すべき審査を慎重に行ってまいりました。 

 その結果、令和元年度江田島市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並

びに令和元年度江田島市公営企業会計決算は、関係諸帳簿の各計数と符合しており、非

違の経費はありませんでした。 

 なお、審査意見書をお手元に配付しておりますので、ごらんいただきますようお願い

いたします。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（吉野伸康君）  ここで三浦代表監査委員には退席していただきます。 

（代表監査委員 退席） 

 以上で、監査委員の審査意見報告を終わります。 

 

決算審査特別委員会の設置 

 

○議長（吉野伸康君）  お諮りします。 

 ただいま一括議題といたしました議案第６７号 令和元年度江田島市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから議案第７８号 令和元年度江田島市下水道事業会計決算の認

定についてまでの１２議案については、議会選出の監査委員を除く１７名の議員で構成

する決算審査特別委員会を設置し、各常任委員会の所管事項別に各分科会へ分割付託し、

閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本１２議案は、議会選出の監査委員を除く１７名の議員で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託して、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 
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 お諮りします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の正副委員長の選任についてはいかがい

たしましょうか。 

（「議長一任」の声あり） 

 議長一任とのことですが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 それでは、議長において、委員長に登地靖徳議員、副委員長に浜西金満議員を指名い

たします。 

 

日程第３４  発議第６号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第３４、発議第６号 江田島市議会の議員の定数条例の

一部を改正する条例（案）の提出についてを議題といたします。 

 直ちに提出者から趣旨説明を求めます。 

 浜西金満議員。 

○１６番（浜西金満君）  発議第６号。 

 令和２年９月１０日。 

 江田島市議会議長 吉野伸康様。 

 提出者 江田島市議会議員 浜西金満。 

 賛成者 江田島市議会議員 岡野数正。 

 賛成者 江田島市議会議員 酒永光志。 

 賛成者 江田島市議会議員 胡子雅信。 

 賛成者 江田島市議会議員 山本秀男。 

 賛成者 江田島市議会議員 上本一男。 

 江田島市議会の議員の定数条例の一部を改正する条例（案）の提出について。 

 地方自治法第１１２条及び江田島市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出い

たします。 

 内容については、別紙のとおりでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 本案については、質疑・討論はないと思われますので、これより直ちに採決を行いま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３５  発議第７号 
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○議長（吉野伸康君）  日程第３５、発議第７号 新型コロナウイルス感染症の影響

に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出につ

いてを議題といたします。 

 直ちに提出者から趣旨説明を求めます。 

 浜西金満議員。 

○１６番（浜西金満君）  発議第７号。 

 令和２年９月１０日。 

 江田島市議会議長 吉野伸康様。 

 提出者 江田島市議会議員 浜西金満。 

 賛成者 江田島市議会議員 岡野数正。 

 賛成者 江田島市議会議員 酒永光志。 

 賛成者 江田島市議会議員 胡子雅信。 

 賛成者 江田島市議会議員 山本秀男。 

 賛成者 江田島市議会議員 上本一男。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確

保を求める意見書（案）の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり江田島市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出

します。 

 意見書の提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、

経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、内閣府特命担当

大臣（地方創生・規制改革）です。 

 内容については、別紙のとおりでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 本案については、質疑・討論はないものと思われますので、これより直ちに採決を行

います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３６  発議第８号 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第３６、発議第８号 「公立・公的医療機関等の「再検

証」要請の白紙撤回及び地域医療構想の見直し」に関する意見書（案）の提出について

を議題といたします。 

 直ちに提出者からの趣旨説明を求めます。 

 酒永光志議員。 
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○７番（酒永光志君）  発議第８号。 

 令和２年９月１０日。 

 江田島市議会議長 吉野伸康様。 

 提出者 江田島市議会議員 酒永光志。 

 賛成者 江田島市議会議員 胡子雅信。 

 賛成者 江田島市議会議員 浜西金満。 

 賛成者 江田島市議会議員 岡野数正。 

 賛成者 江田島市議会議員 山本秀男。 

 賛成者 江田島市議会議員 上本一男。 

 「公立・公的医療機関等の「再検証」要請の白紙撤回及び地域医療構想の見直し」に

関する意見書（案）の提出について。 

 上記の議案を、別紙のとおり江田島市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出

いたします。 

 意見書の提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣でありま

す。 

 内容につきましては、別紙のとおりでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 本案については、質疑・討論はないものと思われますので、これより直ちに採決を行

います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

閉 会 

 

○議長（吉野伸康君）  以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了

いたしました。 

 これで、令和２年第５回江田島市議会定例会を閉会いたします。 

 皆様、御苦労さまでした。 

                            （閉会 １５時２４分） 

 


